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午前10時00分 開議 

○議長（加藤弘己） ただいまの出席議員は18名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で御報告いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでござ

います。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第１ 議案第84号 湖西

市霊きゅう自動車使用条例を廃止する条例制定につ

いてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、17番 神谷里枝

さんの発言を許します。17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。質疑通告に

従いまして、議案第84号について質問させていただ

きます。 

 湖西市霊きゅう自動車使用条例を廃止するという

ことでありますが、通告にありますように、まず平

成30年度の使用頻度など、収支状況をお伺いいたし

ます。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。登壇して答弁をお

願いします。 

  〔環境部長 相澤義之登壇〕 

○環境部長（相澤義之） お答えいたします。 

 まず、平成30年度の使用頻度でございますが、本

市のまず火葬件数が554件ございまして、そのうち、

市の霊柩車の運行回数は342件でございます。率に

すると62％の方が使用されております。 

 次に収支状況でございますが、収入は霊柩車の使

用料ということで、184万4,000円、歳出のほうは霊

柩自動車の運行業務の委託料ですとか、車両の修繕

費、燃料費等でございまして、169万4,000円となっ

ております。これを比較しますと、約15万円のプラ

ス収支となっております。なお、歳出の中には、人

件費だとか車両の償却費等は含まれておりません。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ちょっと一点確認させてくだ

さい。支出で169万4,000円ということでしたけども、

人件費が入っていないというのと、あと車両が、何

が含まれていないでしたか、お伺いします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） 車両の償却費ということ

でお答えさせていただきましたが、実際には車両も

老朽化しておりますので、実際には経費はかからな

いと思いますが、職員の人件費のほうが、霊柩車の

使用の申請許可等の事務がございまして、概算でご

ざいますが、１件当たり約30分ぐらいの処理時間が

かかると換算しまして計算しますと、年間で約40万

円ぐらいの人件費がかかっていると見込んでおりま

す。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 年間40万円ぐらいの人件費が

かかっている。169万円のうちの運転手さんの人件

費というのは幾ら、含んでいる、いないをもう一度

確認させてください。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） 霊柩自動車の運転の委託

でございますが、歳出のほうで169万4,000円と答え

させていただきまして、そのうち委託料が127万

6,000円ほど委託費用がかかっております。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、運転手さんの

人件費も含めて支出が169万4,000円で、15万円ぐら

い残るわけですけども、それ以外に事務手続等のお

金が概算ですけども40万円ぐらいはかかるよという、

おおむねそういった内容ということで、まずは理解

いたしました。 

 では２番目に通告ですけども、市の霊柩車を廃止

した場合、市民の負担はどの程度ふえるんでしょう

か。お伺いします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） お答えいたします。 

 市内の事業者さんにお聞きしましたところ、車両
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の大きさですとか、運行の距離にもよりますが、民

間さんの使用料はおおむね１万4,000円前後という

ことでございました。しかし、実際には葬儀の料金

とのセットによる割引ですとか、一式のパック料金

となっている場合も多くて、正確にはわからないと

ころでありますが、単純に市の霊柩車の使用料が

5,500円でございますので、比較しますと約8,000円

の負担増となります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 生まれたからには一度はこう

いったことにお世話になっていくわけですけども、

先ほど市の霊柩車を使用している人が62％いますよ

という御答弁でございましたけども、62％いる中で、

このぐらいの増額はやむを得ない、本当に葬儀を迎

えたときはばたばたやってしまうので、さほど苦に

はならないかもしれないんですけども、でもやはり

湖西市民が一度はお世話になる案件ですので、その

辺の負担がふえるということに対して、やむを得な

いだろうと判断したのか、その辺ちょっと御答弁願

えればと思います。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） 議員おっしゃるとおり、

負担がふえてしまうということになりますが、葬儀

というか、火葬のほうも一生に一度のことでありま

して、料金の御負担になるというよりも、車両の老

朽化ですとか、運転手の手配が整わないと、突然の

運行トラブルにより市民の方にかける御迷惑のほう

が影響が大きいではないかと判断いたしまして、今

回、廃止という方向に踏み切ったところでございま

す。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。 

 ではそういった中で、現状ですと、使用料の減免

の対象とかありますね。民間にかわった場合、こう

いった部分はどうなりますか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） お答えいたします。 

 今の条例には生活保護の方や行旅病人等の方に対

して５割の減免規定がございます。福祉部局のほう

と一応協議をさせていただきまして、その結果です

が、最近ではそういった方も民間業者の一番安いパ

ック料金というものを御使用になる方が多くて、こ

こ四、五年でいいますと、市の霊柩車を使用してい

た方が２件の方が使用しているということで、また

それにかかった霊柩車の使用料も、全額葬儀の扶助

費というものに認められるということで、市の霊柩

車が廃止されても生活保護の方の御負担になること

はないということで確認をさせてもらっております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。公の事業から

民へ移行しても、そういった今まで減免を受けてお

られた方に対しましては、変わりなく対応ができて

いくということが確認できました。 

 では、次の質問に移らせていただきます。 

 ３番目です。その前に一点確認したいんですけど

も、市のほうとしては、民間にすると相当ふえると

いうことですけども、市のほうでその上がる分ぐら

いを持とうかという検討などは全く考えなかったん

でしょうか。済みません。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） 済みません。持とうかと

いうことは。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 民間にすると１万4,000円ぐ

らい差額分を、行政のほうで負担しようかという考

え方の検討はされませんでしたか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） 民間の方なり、喪主の方

に、補助的なもので負担を軽減させてはどうかとい

うことを考えたかということですが、正直、考えま

せんでした。それで、むしろ今度この条例の廃止を

認めていただきますと、今後、歳入歳出とも来年度

以降、なくなってしまうもんですから、ちょっとそ

の辺のことは考えはいたしませんでした。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 何でもそうですけども、やは

り今まであったものが変わっていくというときには、

市の財政状況は重々承知しているつもりですけども、

やはりいろいろな方面から検討されて、こういった
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結論、特に市民サービスに直結する部分というのは、

いろいろな視点から検討されたほうがいいと常々感

じております。市の財政状況もわかっていますので、

検討されなかったということで、承知しました。 

 では最後の３番目に行きます。 

 市営火葬場は公共施設再配置個別計画で第２期の

廃止、第２期というのは2021年からですね、2025年

までですけども、予定でありますけども、そのとき

まで運用を続けることというのも考慮されたのかど

うか、お伺いします。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） お答えいたします。 

 今回、霊柩業務を廃止するに至った理由につきま

しては、さきに説明させていただいたとおり、霊柩

車の老朽化ですとか、運転手の高齢化等により、突

然のキャンセルとなる事態を避け、民間に任せると

いうことでございます。 

 また、湖西市営火葬場の廃止の予定につきまして

は、令和６年３月末ということを予定しておりまし

て、まだ４年以上の期間がございます。それに加え

まして、ことしの９月でございますが、運転手さん

お二人、委託契約のほうしてるわけなんですが、そ

のうちのお一人の方が体調の不良により、約20日間

運転できない事態というのも実際に発生しておりま

して、湖西市営火葬場の廃止に合わせてということ

も考えてはみましたが、そこまでの猶予はないとい

うことで、今回の廃止ということで判断をさせてい

ただきました。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） とっさに計算ができなくて申

しわけありません。令和６年というと、西暦で何年

になりました。 

 済みません。あくまでもこの第２期の公共施設再

配置個別計画の中に入っているということでよろし

いですか。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） お答えいたします。 

 令和６年ということで、西暦に直しますと2024年

ということで、第２期の中に含まれております。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そこまで市営火葬場は使って

いくけども、今までの答弁をお聞きした中ではやは

り車の老朽化、そしてもっと大きいのが多分、運転

手さんの確保のほうが難しいのかなということが何

となく理解できてきました。やはりこういったこと

は突然のアクシデントがあっては困るということで、

行政というのは早い目早い目に対応していきたいよ

ということと解釈いたしまして、私の質問終わりま

す。ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で、17番 神谷里枝さん

の質疑を終わります。 

 続いて11番 吉田建二君の発言を許します。11番 

吉田建二君。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 

○11番（吉田建二） 11番 吉田建二です。さきの

議員への答弁で、内容は了解をいたしました。 

 取り下げようかなと思ったですけども、一点だけ

確認させてください。この差額、約8,000円という

ことですけども、他市で既に廃止された事例もある

ということですので、その差額について、他市との

比較をしたときに、湖西市は多かったのか、少なか

ったのか、そこら辺の検討はどうされたか、そこの

点について、一点だけ確認させてください。 

○議長（加藤弘己） 環境部長。登壇して答弁をお

願いします。 

  〔環境部長 相澤義之登壇〕 

○環境部長（相澤義之） お答えいたします。 

 他市との比較ということでございますが、他市が

民間のほうへ任せたというところは、件数等は調査

はしておりますが、民間で幾らの料金で運行してる

かというところまでは、ちょっと民間の仕事でもあ

りますので、そこまではちょっと調べ切れてないと

ころが現状でございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 民間の他市のあれは特に調査

されなかったということですけども、そういうよう

な先例市もあり、そこがぐあいよくいってるからと

いうことで、今回廃止に踏み切ったということで理

解をいたします。どうもありがとうございました。 



１３７ 

○議長（加藤弘己） 以上で、11番 吉田建二君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第84号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第84号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第２ 議案第85号 湖西

市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定につ

いてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、９番 楠 浩幸

君の発言を許します。９番 楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸です。通告に

従いまして、議案第85号 湖西市会計年度任用職員

の給与等に関する条例制定について、お伺いをいた

します。 

 まず１点目なんですけれども、会計年度任用職員

と任期つきの短時間職員、それから再任用の短時間

職員の業務の内容の違いをどのように把握をして、

業務を行うのかということなんですけども、これは

いわゆる同一労働、同一賃金の考え方に基づいて今

回の条例が制定されるということですので、そのあ

たりも踏まえて御答弁いただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。登壇して答弁をお

願いいたします。 

  〔総務部長 山本一敏登壇〕 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 現在、本市においては、今議員がおっしゃられま

した任期付短時間職員、この制度はございませんの

で、今回は再任用短時間職員との業務の内容の違い

について申させていただきます。 

 再任用短時間職員は、身分がそのまま引き継がれ、

正規職員と同じであります。在職中に得た知識や経

験を活用する観点から、基本的には正規職員と同等

の業務、そして後輩の指導・育成を担っていただい

ております。具体的には、組織の管理、運営自体に

関する業務や、許認可業務といった責任のある業務

に従事していただいております。 

 それに対しまして、今度制度をつくろうとしてい

ます会計年度任用職員につきましては、今言った業

務以外に従事するものでありまして、具体的には、

単純な入力業務とか封入業務、各種申請の受付、ま

た各種台帳の作成など、いわゆる正規職員の補助的

業務を行ってもらうものとなっております。以上で

あります。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） ちょっと勉強までにお伺いし

たいんですけども、任期付短時間職員は、湖西市に

制度がないということなんですけども、ちなみにこ

の任期つきの短時間職員というのはどのような雇用

形態なんですか。制度としては。湖西市はないとい

うことなんですけど、参考までにちょっとお伺いし

たい。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 任期つきにつきましては、

文字のとおり、その期間、必要とする期間が、いわ

ゆる単年とかではなく、３年とかある程度期間を定

めた中で、必要とする職員を任命するという形で考

えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 再任用の職員とはまた違うと
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いうことだと思うんですけども、これは一般職で任

期つきの短時間職員ですね。再任用職員との違いと

いうのが、どうもうまく整理がつかないんですけど

も。もう少しわかりやすく。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 再任用職員につきまして

は、原則、任期が１年とまずなっております。そこ

で評価をした中で、次年度以降、任用するかどうか

を決めてまいりますが、先ほど言った任期付職員に

つきましては、正規の一般職と同じものになります

ので、期間の定めを負ってくる、１年ではなく、数

年にわたる場合があるという形で考えております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 湖西市にはないというような

ことですので、確認ですけれども、再任用の職員に

ついては、責任のある業務をやっていただく。会計

年度の職員については、一般職の補助的な業務をや

っていただくということで理解をいたしました。 

 ２点目の質問に移りたいと思います。 

 条例改正に伴う費用の増額が見込まれるかと思い

ますけれども、その規模を教えていただきたいと思

います。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 会計年度任用職員制度施行に伴う人件費の増額見

込みにつきましては、まず前提といたしまして、対

象となる今の現行の臨時及び非常勤職員の方々が、

現在と同じ人数、そして同じ労働時間を就労してい

ただくという前提をまずとらさせていただきます。

金額につきましては、ここでちょっと今言ったニー

ズと労働時間とは差異が出てしまうんですが、実績

として平成30年度、今年度まだ出ておりませんので、

平成30年度にお支払いした支給実績額と比べさせて

いただきます。それによりますと、令和２年度につ

きましては、約3,300万円の増、令和３年度以降に

つきましては6,800万円の増額を現在見込んでおり

ます。今言いましたこの令和２年度と３年度以降の

増額の差につきましては、会計年度任用職員制度が

初年度、来年度から始まりますので、初年度に当た

ります令和２年度は、この制度が今言いましたよう

に新たな制度ということで、今度会計年度任用職員

に支払うことができるとされる期末手当、ボーナス

ですね、ボーナスの在職期間の通算、これ、６月の

ボーナスですと１月から６月までの６カ月間勤めた

者に対して６月のボーナス、期末手当が支払われて

おりますので、今言いましたように会計年度は新た

な制度になりますので、期間が通算できないという

形になりますので、本来、ボーナスは年2.6カ月分

を支給する予定なんですが、初年度に当たります令

和２年度につきましては、1.69カ月分という形にな

りますので、そこに差が生まれてしまうということ

であります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） かなり大きな金額が増額され

るということなんですけれども、この会計年度の職

員、大体何人ぐらいの金額になりましたか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） まず、臨時職員、これも

会計年度になりますので、これが現在ですと62名、

そして大きな人数になりますが、非常勤職員、これ

は現在260名いますので、合わせて322名が現在勤め

られてる方ですので、その方が全員移行されれば、

その人数になるという形になります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 臨時の職員と非常勤の職員の

業務の違いというんですか、わかりやすく勤務時間

ですとか、そういうふうな、業務の内容ではなく、

雇用形態を教えていただきたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 臨時職員につきましては、

正規職員の産休とか育休等の代替となりますので、

ある意味、正規職員の業務を担ってもらう意味でも、

正規職員と同じ１日７時間45分、フルタイムを設定

させてもらっております。 

 非常勤につきましては、その職種によっていろい

ろ違うもんですから、最大の方でも７時間30分、若

干短いという形になりますけど、そういう方を非常

勤とさせていただいております。中には１日置きだ

とか、２時間や３時間という方もいらっしゃいます
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が、最大は７時間30分で設定をさせてもらっており

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） いわゆる非常勤の方というの

は、パートタイムの雇用という形で、臨時職員につ

いてはフルタイムで仕事をやっていただくというこ

とは、この臨時職員62名の方については、会計年度

職員としてのフルタイムの条例が適用されるという

ことでよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 会計年度任用職員の中には、フルタイムとパート

タイムの２種類がございます。来年度、本市として

採用しようとするのは、パートタイムということを

考えておりますので、臨時職員の方も今度の制度で

パートタイムの時間という形で考えております。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 今現在、臨時職員の方でフル

タイムで働いていただいてる方に対して、時短で仕

事をやっていただくことになるということでしょう

か。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 会計年度任用職員につき

ましては、基本、日額という形になりますので、時

間がそこで短くなったときには、それに見合った計

算になりますので、若干の短い時間になります。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） この62名の臨時職員の方には、

もうその旨がコンセンサスというか、合意がとれて

いるということでしょうか。今部長が言い切られた

ということは。どうでしょう。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 本来ですと、この条例が

制定されてからという形のものが正式になりますが、

今度の制度の改正に当たりましては、職員のやはり

生活等にもかかわりますので、既に本人の方々には

所属長通して説明をさせていただいております。お

おむね皆さんの御了解はいただいているところであ

ります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） 当事者といいますか、臨時職

員として従事されている方とはもう合意がとれてい

るということ。 

 ただ、その職場としては、時短になるもんですか

ら、あく時間、その方がいらっしゃらない時間が発

生すると思われるんですね。そういったときには職

場で人が不足になるということになると思うんです

けども、そういったことは対応はどのように考えら

れていますか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 時間の計算をすれば、そ

ういう形にはなりますが、我々は職員みんなでカバ

ーし合っていっておりますので、例えば15分短い時

間が１人出たとした場合においても、それはその職

場の中で協力体制をとって賄っていくという形で考

えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） そういった対象の職場では、

もうそういったことはオーソライズできてるという

ことでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 個々の職場での事情があ

ろうかと思いますが、これはこの後、人事異動等に

もかかわりますし、来年の業務等も見直した中で、

そういう15分、数字ですけど、15分が足りなくても

賄える職場の人事配置等を考えていきたいと思って

おります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） いずれにしましても、職場に

負荷がかかってまいることだと思いますので、十分

職場の中で話し合いをもっていただいて、納得感と

いうんですか、合意形成をとりながら、人事異動も

あることでしょうし、取り組んでいただきたいと思

います。以上で質問を終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で、９番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 続いて13番 竹内祐子さんの発言を許します。13

番 竹内祐子さん。 
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  〔13番 竹内祐子登壇〕 

○13番（竹内祐子） 13番 竹内祐子です。同じく

議案第85号のことについて、質問を５点ほどさせて

いただきます。 

 一番初めは、第３条の第１項、一般職常勤職に適

用される給料表を適用する理由をお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。登壇して答弁をお

願いします。 

  〔総務部長 山本一敏登壇〕 

○総務部長（山本一敏） お答えいたします。 

 会計年度任用職員の給与の考え方につきましては、

これは国で指針が示されております。 

 その内容を少し申し上げさせていただきますと、

基本となる給与を、当該会計年度任用職員の職務と

類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級

の初号給、いわゆる１号級の給料月額を基礎として、

職務内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術

及び職務経験等の要素を考慮して決定することとさ

れております。いわゆる常勤職員の給与を基礎とし

なさいと言われておりますので、本市におきまして

もその指針に基づいて、一般職常勤職員の給料表を

適用していくものであります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 部長の答えていることは私も

わかっているんですけれども、２年ほど前に、これ

が出てきましたね、国のほうから。私も研修に行っ

たときに、結構これ、前から準備を各市町でやって

るかどうかというのを議員さんたちもちょっと伺っ

たほうがいいですよと言われてて、何が一番大変な

のかというのは、やはり給料表をつくるのがすごい

大変なんですよと言われてたんです。そこのところ

本当に大変だなと思ってて、多分、どこの市町もす

ごい大変なので、国の指針が結局職員の給料表を基

準にして決めていけばスムーズにできるから、この

会計年度任用職員制度をしっかりと期限までにつく

ってほしいということで、どこの市町も多分この一

般職の給料表を基準にしていると思うんですけれど

も、島田市とかそういうところは、この会計年度任

用職員制度においても包括委託とかそういうような

ものにしてるところもあるんですけど、湖西市はこ

の国の基準に準じてやる方向に決めたということで

理解していいんですか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 今、議員が言われるように、この給料表をつくる

に当たっては、非常に職員が苦労しております。い

ろいろなところを参考にさせていただいて、県内に

おきましても、９月にこの条例を制定しているとこ

ろもございます。本市としては、ずるい考えなので

すが、ほかのところもやはり見た中でいいものを、

それに実情に合ったものを作成したいということで、

県とか浜松市、政令市も含めて県内のいろいろ全て

調査させていただきました。 

 そうした中での出た結論が、やはりこの後ほかの

質問でちょっと出てくるんですけど、市の情勢等を

考えた中に、湖西市単独でそれをつくったときに、

それが本当に正解なのかというのが、ちょっと言い

切れないというのが実情であります。そういう意味

でも、この給料表を使うことによって、その情勢に

応じた対応ができるという形を考えまして、この給

料表を使う形をとらさせていただきました。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） わかりました。 

 では次の２問目に行きます。 

 別表の２級、高度な知識または経験を要する業務

を行う業務とは、どのような職務をいうのか教えて

ください。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 具体的に申し上げますと、

現行の行政職給料表（１）、これは一般事務職にな

りますが、この給料表が適用となる職務者につきま

しては、現在のところ行政に精通した通訳者、また

責任の度合いがある程度少し大きくなる主任保健師

と定めさせていただきますけど、主任保健師、及び

介護認定の調査者等を指しております。また、医療

職給料表（３）、これは看護師関係の給料表になり

ますけど、これが適用となる職務者では、医療行為

が伴う訪問看護ステーションに勤務する看護師を指

します。 



１４１ 

 今言いましたように、これらの職務は資格や専門

的な知識、経験が必要である職務でありますので、

１級ではなく、２級を採用したいと考えております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） わかりました。 

 ３番目行きます。 

 第３条第３項、フルタイム会計年度任用職員の職

務の級及びその号給は、規則で定める基準に従い任

命権者が決定するとなっていますが、給料に関する

規則の内容をお伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 規則の内容につきまして

は、最終的にはまだ全てはできておりません。現在

作成中でありますが、会計年度任用職員に移行する

非常勤一般職等の職種を17の職種に区分し、それぞ

れの職務に応じて職務の級及び号給を規定する内容

となっております。先ほど申し上げましたように、

これが非常に苦労したところでありまして、まず令

和２年度につきましては、17、くどいようですけど、

に職種を分けさせていただいております。 

 具体的な例で申しますと、事務補助につきまして

は１級１号、教育支援員は１級７号、クラス担任を

持つ幼稚園教諭等は１級19号といったように、17の

職種においてそれぞれの経験等も踏まえた中で、級

と号給を規定するものであります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） わかりました。17の職種に分

けて、その職種の中でもまた号給を細かく分けてい

かなければならないということで、多分いろいろな

市町からいろいろなもの全て、いろいろな情報を得

ながら、多分苦慮されていると思います。また会計

年度任用職員になられた方たちが、今度制度が変わ

ってよかったなと思われるような給与体制になって

いくといいかと思ってます。 

 では、４番目に行きます。 

 人件費は今よりどのくらいアップするのか、お伺

いいたします。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 先ほどの楠議員の質問と

合致してしまいますけど、今現在の職員が同じよう

に会計年度職員に移行していただいたという前提の

もとに、来年度は3,300万円、令和３年度以降につ

きましては期末手当が丸々2.6カ月分出ますので、

6,800万円の増額となる見込みを立てております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） 今の方たちをそのまんま計算

されて出されているものでありますが、この会計年

度任用職員制度を導入するに当たり、国ではやはり

各市町に今までの非常勤職員タイムの利用とかそう

いうものに関して、しっかりと精査をして、要は人

件費削減というか、各市町のどこのまちも課題にな

っている部分なので、無駄なという言い方は失礼で

すけれども、しっかりと各市町で必要な人を雇用さ

れて、行政、各市町の運営がうまくいくようにとい

うもとでのこういう制度も設けられたと私は聞いて

いるので、湖西市においても、今までよりはこの臨

時や非常勤、臨時職員さんは正規の方の代用になり

ますので、そんなに変わらないと思いますけれども、

非常勤の職員に関しては、しっかりと各課で精査が

行われたと思います。多分、先ほども今働いている

方たちにはそういう旨を伝えてあるとおっしゃられ

ましたので、おおよそどのぐらいの、言ってはいけ

ませんけれども、削減が見込まれるのか、わかって

おりましたら伺いたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お聞きしますが、現在の

非常勤が会計年度に来年度変わった場合に、人数の

削減という意味合いですか。 

 現時点ではまだ何人削減という形のものは、これ

から予算等も踏まえていきますので、今現在の非常

勤職員の方には、こういう制度に変わるよ、こうい

う制度でもまた来年度以降もやられますかという意

向を確認しているのでありまして、そこからの人数

削減については今の時点ではまだ把握をしておりま

せん。以上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） わかりました。 

 では５番目に行きます。 
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 この条例制定後の周知及び募集はどのように行わ

れるのか、伺います。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 会計年度任用職員の募集・採用につきましては、

これも国のガイドラインにおいて、応募を希望する

者や住民に対して説明責任を果たせるよう、できる

限り広く募集を行うなど、適切な募集を行う必要が

あるとされておりますので、具体的には広報紙やウ

エブサイト等で募集を考えているところであります。 

 先ほども言いましたけど、今の非常勤職員に対し

ての周知はもう既に行ったところであります。以上

です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） わかりました。これから募集

を行っていくわけなんですけれども、先ほど私が質

問したように、やはりそこのところのそれぞれの必

要な部署で必要な人たちを何人欲しいかというのが

これから出てきて、それで新たに募集がされるとい

う理解でよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） これからその精査をして

いきまして、もし足りない場合には、当然、年明け

にも募集は開始していく形で今考えております。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） わかりました。以上で質問を

終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で、13番 竹内祐子さん

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに議案に対して

質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は総務経済委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第３ 議案第86号 湖西

市公共下水道事業区域外流入分担金条例制定につい

てを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 本件は建設環境委員会に付託いたします。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第４ 議案第87号 地方

公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について

を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第87号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手全員であります。したが

って議案第87号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第５ 議案第88号 地方

自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例制定についてを議題といたし

ます。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 
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  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第88号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手全員であります。したが

って議案第88号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第６ 議案第89号 湖西

市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、６番 菅沼 淳君の発言を許します。菅沼 

淳君。 

  〔６番 菅沼 淳登壇〕 

○６番（菅沼 淳） 今回、議案89号での質疑であ

りますが、概要説明は議案90、91号も同様でありま

すので、３議案共通の質疑とさせていただきます。 

 それでは最初の質問です。 

 概要説明には、情勢適応の原則に基づくとあるが

情勢とは、どのようなことか、具体的に教えてくだ

さい。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。登壇して答弁をお

願いします。 

  〔総務部長 山本一敏登壇〕 

○総務部長（山本一敏） お答えします。 

 情勢適応の原則における情勢とは、民間企業にお

ける給与や諸手当の情勢であり、この情勢を調査に

より把握した情報をもとに民間と公務員を比較する

ことで、人事院勧告がされております。 

 具体的には、月例給を比較するため、これにつき

ましては本社規模が50人以上かつ、支店や支社の事

業所規模が50人以上の事業所を対象とした、従業員

別調査、それと給与の改定状況や期末手当等の諸手

当を比較するため、こちらにつきましては全国約５

万8,400の事業所から約１万2,500事業所を対象とし

た、事業所別調査を実施することで、情勢を把握し、

公務員の給与水準の改定、並びに諸手当制度を見直

す際の参考としております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） わかりました。ありがとうご

ざいます。 

 人事院勧告に準ずるということなんですけど、人

事院勧告というのは法的拘束力があるんですか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 法的拘束力はございませ

ん。以上です。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） わかりました。ありがとうご

ざいます。 

 では質問２番目に行きます。 

 給与の引き上げは、本市のさまざまな情勢を反映、

考慮されているとお考えかどうか、お伺いいたしま

す。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 今般の給与等の改定方針

のもとになっております人事院勧告、この数値につ

きましては、先ほどの御質問にも出ましたように、

本市も含んでおり、より広範囲に実施された各種調

査に基づくものでありまして、また他の自治体との

均衡を保つ意味でも、その数値の妥当性や正確性は、

客観的な指標として十分信頼のおけるものと考えて

おります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） 申し上げたいこともあります

けど、やめておきます。 

 では３番目の質問に行きます。 

 ラスパイレス指数が数年来100を超え、上昇を続

けておりますが、そのような状況をどのように考え

ておられるのか、お伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 議員がおっしゃられると

おり、本市のラスパイレス指数は近年上昇を続けて

おりますが、その要因といたしましては、職員の年

齢構成によるものが大きく影響しているものであり
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ます。 

 具体的には、ここ数年、いわゆる団塊の世代の職

員が多数退職をされました。そのことによりまして、

国と比べて比較的低い、職員の年齢層の方を早く昇

格させたことによる、いわゆる管理職に若い年齢の

職員がついたことによるものが影響しております。 

 また、年齢構成以外の要因といたしまして、この

ラスパイレス指数の算定に当たりましては、学歴を

大卒、短大卒、高卒、本市ではいないんですが国で

は中卒、の学歴の４区分に分けておりまして、なお

かつその大卒の中でも年齢区分に応じていろいろ指

数を算出しております。その結果、本市におきまし

ては、大卒のラスパイレス指数は国の100に対しま

して98.9％と低くなっております。反対に短大卒の

方につきましては104.6％、高校卒につきましては

105.4％と高くなっております。これは本市におい

ては学歴による昇給の差は設けておりません。また、

高卒、短大卒につきましては、初任給が国よりも若

干高くなってるというものが影響しております。以

上です。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） ありがとうございます。 

 おおむねわかったんですけども、特に問題はない

と考えておられるということなんだと思いますけど、

その内容、今の内容お聞きしますとね。これ、100

を数年続けて超えるラスパイレス指数、続けている

ことで国から何か改善の指導だとかそういうものは

ないんですか。 

○議長（加藤弘己） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 本市は問題ないとは思っ

ておりません。国の指針を基づいてある程度考えて

いく必要がありますので、そういう意味におきまし

ても、なるべく100に近づける方策をとっていく必

要があると思います。 

 それも先ほど言いましたように、年齢構成による

ものがありますので、その少ない年代の方がある程

度上のほうに行かれれば、それなりの数字になって

きますし、そういう職員の採用の仕方、そしてここ

一、二年ですぐ直せるものではないものですから、

それは計画的に行っていきたいとは考えております。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 菅沼 淳君。 

○６番（菅沼 淳） わかりました。ありがとうご

ざいます。 

 この件につきましては、もう少し詳しく知りたい

と思いますので、いずれかまた一般質問でお聞きし

たいと思いますので、よろしくお願いします。以上、

終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で、６番 菅沼 淳君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論発言通告書が提出されてお

ります。初めに、反対討論、６番 菅沼 淳君の発

言を許します。６番 菅沼 淳君。 

  〔６番 菅沼 淳登壇〕 

○６番（菅沼 淳） ６番 菅沼 淳です。 

 あらかじめお断りを申し上げます。本議案89号の

反対討論につきましては、同様の内容が関連してい

ることから、議案第90、91、99、100、101、102、

103号議案につきましても、共通の討論とさせてい

ただきます。 

 例年反対をしておりますので、簡潔に申し上げま

す。本議案の給与、勤勉手当、期末手当等の引き上

げに係る条例改正は、本市の条例を改正するに当た

り、本市の情勢を顧みることのない、公務員本位の

安易な条例改正であると断じ、反対をするものであ

ります。以上です。 

○議長（加藤弘己） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 次に、賛成討論、14番 荻野利明君の発言を許し

ます。14番 荻野利明君。 
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  〔14番 荻野利明登壇〕 

○14番（荻野利明） 14番 荻野利明です。私も毎

年同じ賛成討論をしていますので、簡単に終わりた

いと思います。 

 議案第89号 湖西市職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例制定について、賛成討論を行いま

す。 

 今回の給与の引き上げは、人事院の勧告を完全実

施するものであり、当然の措置であります。人事院

の勧告は労働者から労働基本権を奪った代償措置と

して設けられているものであり、勧告を完全実施す

るのは当然の責務であります。また、公務員の賃金

は、戦後、労働者全体の牽引役を果たしてきました。

今、非正規職員を初め、働く労働者の貧困が拡大を

しています。こうしたときだからこそ、牽引役が必

要であり、労働者全体の底上げが必要です。また、

働く人たちの懐を暖めてこそ、景気回復を実感する

ことができますし、地域経済にとってもプラスにな

ると考えます。以上の理由で賛成討論といたします。 

○議長（加藤弘己） ただいまの討論は賛成討論で

した。 

 ほかに討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第89号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

多数であります。したがって議案第89号は原案のと

おり可決されました。 

 ここで休憩をとりたいと思います。暫時休憩とい

たします。再開を11時20分とさせていただきます。

お願いします。 

午前11時07分 休憩 

───────────────── 

午前11時20分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 日程第７ 議案第90号 湖西市特別職の職員で常

勤の者の給料等に関する条例の一部を改正する条例

制定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論発言通告書が提出されてお

ります。初めに、反対討論、14番 荻野利明君の発

言を許します。14番 荻野利明君。 

  〔14番 荻野利明登壇〕 

○14番（荻野利明） 14番 荻野利明。議案第90号 

湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関する条

例の一部を改正する条例制定について、反対討論を

行います。 

 三役の期末手当を引き上げようとするものですが、

人事院は、市長初め三役に対する一切の勧告を行っ

ていません。大体、一般職員と三役を同等に置くこ

と自体、間違っています。また、三役の給料や期末

手当については、特別職報酬審等審議会の意見を聞

くことになっていますが、こうした手続がなされて

いません。今、財政難を理由に市民に大きな負担を

求め、補助金カットを行っています。市民生活に大

きな影響を与える一方で、そのようなときに人事院

勧告を勘案し、特別職の期末手当を引き上げること

は、到底市民の理解を得られるものではありません。 

 これは、金額の問題ではなく、やはり市の姿勢の

問題だと私は考えます。今回の引き上げは、人事院

勧告に便乗したにほかなりません。以上の理由で、

反対討論を行います。 

○議長（加藤弘己） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 次に、賛成討論、11番 吉田建二君の発言を許し

ます。11番 吉田建二君。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 
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○11番（吉田建二） 11番 吉田建二です。議案第

90号 湖西市特別職の職員で常勤の者の給料等に関

する条例の一部を改正する条例制定について、賛成

の討論をさせていただきます。 

 本議案の内容は、議案第89号と同様に、情勢適応

の原則に基づき、特別職の報酬ではなく、期末手当

の支給率を改正するものであります。人事院の勧告

による国の取り扱いに準じて改正を行おうとするも

のであることから、私は本議案に賛成をいたします。

以上で賛成討論といたします。 

○議長（加藤弘己） ただいまの討論は賛成討論で

した。 

 ほかに討論のある方はございませんか。４番 三

上 元君。 

  〔４番 三上 元登壇〕 

○４番（三上 元） まず、きょう実は何日か考え

たんですが、昔の考え方と変わりました。それは、

小泉元総理や菅直人元総理もそうでありましたが、

現役のときは原発賛成をしていた。けれどもあの事

故を見て、考え方が大きく変わったということを、

二人とも反省をし行っておりますが、同様に、私は

今回のこの人事院勧告について、一般職員について

は労使関係の代表のような形で、争議権を剥奪され

ているかわりに人事院が交渉を行う。従うべきだと

いうふうに思っており、特別職も議員も、そんな形

でいいのかなというふうに現役の市長のときに思っ

ておりました。けど考えてみたら、三役の報酬は、

あるいは議員の報酬は、報酬審議会というものを通

じて変えるものが妥当かと思います。ボーナスにお

いては、人事院勧告に従うというのは、やはり筋が

違うなということを、この数日ちょっと悩みまして、

反対の討論をさせていただくことになりました。人

事院勧告とは、これは全く違うものであると思いま

して、反対であります。以上です。 

○議長（加藤弘己） ただいまの討論は反対討論で

ございました。 

 ほかに討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第90号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

多数であります。したがって議案第90号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第８ 議案第91号 湖西

市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを議題といた

します。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論発言通告書が提出されてお

ります。初めに、反対討論、14番 荻野利明君の発

言を許します。14番 荻野利明君。 

  〔14番 荻野利明登壇〕 

○14番（荻野利明） 14番 荻野利明。議案第91号 

湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について、反対討

論を行います。 

 今回の改正について、議員の期末手当は国家公務

員指定職の支給率に準じて支給しており、人事院勧

告において0.5カ月分の引き上げがあったため、こ

れに準じた改正を行うとの説明がありました。しか

し、人事院勧告は、労働基本権が制約されている公

務員労働者の代償措置として行われているものです。

したがって、労使関係にない特別職の議員は人事院

勧告に縛られるものではありません。また、議員の

報酬や期末手当についても、特別職報酬等審議会の

意見を聞くことになっていますが、こうした手続が

なされておりません。人事院勧告に便乗したにすぎ
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ないものです。引き上げの理由は全くないと考えま

す。以上の理由で反対討論といたします。 

○議長（加藤弘己） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 次に、賛成討論、11番 吉田建二君の発言を許し

ます。11番 吉田建二君。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 

○11番（吉田建二） 11番 吉田建二です。議案第

91号 湖西市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例制定について、

賛成の討論をいたします。 

 本議案の内容は、さきの議案第89号及び議案第90

号と同様に、情勢適応の原則に基づいて、議員の期

末手当の支給率を改正するものであります。また改

正の理由も、さきの議案と同様に、人事院の勧告に

よる国の取り扱いに準じて改正を行おうとするもの

であることから、私は本議案に賛成をするものでご

ざいます。以上です。 

○議長（加藤弘己） ただいまの討論は賛成討論で

した。 

 ほかに討論のある方はございませんか。４番 三

上 元君。 

  〔４番 三上 元登壇〕 

○４番（三上 元） 前議案と同じ意味でありまし

て、人事院の勧告に従う義務はありません。そして

報酬審議会を経て、数年に一回ぐらい決めるものが

やはり筋かと思います。加えて、今回議員に初めて

なって、この件に遭遇したときに、議員同士でこの

ことについて話したことが一度もありません。とい

うことをつけ加えて、やはりこれは報酬審議会で変

えるべきものであり、毎年、人事院勧告に従うもの

ではないと思いまして、反対をしたいと思います。

以上です。 

○議長（加藤弘己） ただいまの討論は反対討論で

した。 

 ほかに討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第91号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

多数であります。したがって議案第91号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第９ 議案第92号 湖西

市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例制定についてを議

題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第92号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第92号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第10 議案第93号 湖西

市交通遺児等福祉事業基金条例の一部を改正する条

例制定について議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、17番 神谷里枝

さんの発言を許します。17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝でございます。

通告に従いまして議案第93号 湖西市交通遺児等福
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祉事業基金条例の一部を改正する条例制定について、

質問させていただきます。 

 通告にありますように、事故防止対策にも活用し

たいということですけども、どの程度までの事故防

止対策を想定しているのか、お伺いいたします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。登壇して答弁

をお願いします。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 事故防止対策といたしましては、啓発事業として

のぼり旗や看板等の作成を初め、また施設整備とし

てカーブミラー、区画線、防護柵、路面標示、注意

喚起の標示板など交通安全施設の特定財源としての

活用を考えております。 

 なお、参考までに現在までの基金残高は約4,600

万円でございまして、今まで毎年約50万円ほどの寄

附をいただき、基金として積み立てているところで

あります。交通遺児等福祉手当を今支給しておりま

すけど、それらを十分に確保した上で活用していき

たいと思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そもそもこの条例というのは、

交通遺児等の福祉向上に資するため、基金を設置し

たと思いますけども、なぜ今回、交通事故の防止対

策にも使えるようにしようとするのか、お伺いしま

す。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 現在、交通遺児の給付金としましては、２名の方

に給付のほうさせていただいております。かつては

多いときでは８名の方に交通遺児の給付金というこ

とでしておりましたが、今２名ということで、大分

数が少なくなってきておりまして、その基金自体の

活用自体が原資におきましてもちょっと少ないとい

うことで、あと昨今、大津市とかの交通事故等、悲

惨な交通事故等もふえてますことから、交通遺児に

対する給付もそうですけど、交通事故を未然に防ぐ

ということも、この基金のほうで活用できないかと

いうことで考えましたところ、内容的にはちょっと

交通遺児以外に使えないものですから、今回、この

事故防止対策という一文を加えまして、交通事故防

止に活用できるようにということで、今回条例の一

部改正のほうを上げさせていただきました。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 以前、議案の説明のときに、

こういった基金というのは御寄附をいただいた方の

了承を得ないと、ある意味目的外という表現がいい

かどうかわかりませんけども、使えないということ

は私も以前から伺っています。そういった中で、今

回御寄附をいただいた方からも了承を得ているとい

うことですけども、御寄附いただいてる方がどのく

らいいるかわかりません。１年間で50万円ぐらいと

いうのはわかりましたけども、そもそも基金を設定

した当初からの方に御了承いただいたのか、直近の

平成30年度に御寄附いただいた方だけの了承を得た

のか、その点、お伺いします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 寄附をいただいた方への了承でございますけど、

基本的には直近の方に連絡を差し上げて、こういっ

た形で基金の活用をさせていただきたいということ

で了承をいただいております。 

 寄附者がいろいろと団体の場合は、まだ今存在し

ている団体等につきましては連絡をさせていただい

て、了承のほう得てるかと思いますが、それ以外で、

過去に個人の方で、もう亡くなられた方とかいらっ

しゃいますので、そういった方についてはちょっと

連絡のほうはとれませんので、了承のほうはいただ

いてないというのが現状です。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、過去にさかの

ぼってお亡くなりになってる方は別として、とりあ

えずさかのぼって団体等も含めて了承は得たという

解釈でよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 その解釈でよろしいかと思います。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 
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 それと、今お二人の方で年間の活用がたしか三十

数万円だったと思うんですけども、余り活用がなく

て、本当に基金残高が4,000万円強ある、4,450万円

ですか、あるからこれを活用していきたいというこ

とですけども、それこそ青少年の育成事業基金とか、

ほかにもこういった福祉向上に資するためというこ

とから考えると、ほかの今申しましたような基金は

全く活用されてませんよね。平成30年度もゼロでし

た。そういった中で、やはり交通事故防止をすると

いうことで、この基金に特化してこの条例の一部改

正をしようということなんでしょうか。ほかの基金

の検討はしなかったということでよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 今回の交通遺児等福

祉事業基金の活用以外、ほかの福祉基金とかござい

ますが、そちらのほうの活用は今回は検討しており

ません。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） こういった基金の活用、従来

の目的を変更するに当たっては、どういったときに、

どういう状況で、どういった方が相談して、こうい

った条例の一部改正が行われるんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 今回の交通遺児等福

祉事業基金を広く運用したいということで改正のほ

うさせていただいてるわけですが、これにつきまし

ては先ほども申し上げましたとおり、悲惨な交通事

故等がふえている状況の中でと、これは余り言えな

いんですけど、厳しい財政状況の中で、こういった

交通安全防止のために少しでもこういった基金を活

用したいということで改正のほうを考えたわけでご

ざいますが、これにつきましては、当然、庁舎内で

も検討させていただいて、当然、担当課、福祉部門

で事業やるわけでないもんですから、担当課等々も

いろいろと調整をさせていただきまして、先ほど申

し上げました事業につきまして、活用のほうをさせ

ていただきたいという、調整のほうをさせていただ

いております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました、そこまでは。 

 では、例えばこれが可決されまして、来年度あた

り、どのくらいの支出を見込んでいらっしゃるんで

しょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えします。 

 来年度、支出についてはまだ具体的に幾らほどと

いうのはまだ考えておりませんが、いずれにしても

福祉給付金のほうがございますので、そちらに影響

のない範囲でという形で考えていきたいと思ってま

す。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 寄附金に影響がないというと

平成30年度も50万円ぐらいということだったと思い

ますので、その範囲内でうまく運用していきたいと

いうお考えということでよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 現在給付を受けてお

られる方、２名ですけど、基本的にはもう少しふえ

る可能性もありますので、その辺を見込んだ中で運

用のほう考えていきたいと思っております。以上で

す。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 済みません、私間違ったこと

を言ったかもしれません。給付を受けている方は２

名ですね。ではなくて、今度事故防止対策にも使っ

ていこうとする総額については、どのようにお考え

ですか、では。そこが私は平成30年度寄附をいただ

いてるので、寄附をいただいた範囲内で検討されて

いるのかなということをお聞きしようと思いました。

申しわけありません。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 現在、大体平均的に

50万円ぐらいの寄附をいただいておりますので、そ

の範囲内でというのも考えたのですが、実際の事業

によっては、それを超えることもあろうかと思いま

す。そのときにはやはりもとのほうの取り崩しで運

用ということも考えられると思いますが、今の時点

で幾らまで使うということはちょっとまだ決まって

おりませんので、お答えすることはできません。以

上です。 
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○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。金額はわから

ないということで。でも啓発とかカーブミラーとか

の設置には使っていきたい。カーブミラー等は毎年

出てくるのかなという気もしておりますので、おお

よその概算はできるのかなと思ってお伺いしました

けども、お答えできないということでありますので、

わかりました。 

 では、これで私の質問、終わります。ありがとう

ございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で、17番 神谷里枝さん

の質疑を終わります。 

 続いて10番 佐原佳美さんの発言を許します。10

番 佐原佳美さん。 

  〔10番 佐原佳美登壇〕 

○10番（佐原佳美） 今と同じ議案第93号 湖西市

交通遺児等福祉事業基金条例の一部を改正する条例

制定について、お伺いいたします。 

 今、ちょっと言葉尻をつかむようで何ですが、大

津市等のという、保育園児が交差点で亡くなった事

故等もあったので、そういう交通事故防止対策にと

いうお話もありまして、私は早くその対策を進めて

ほしいということを一般質問でもしてきた部分では

ありますが、令和元年９月の一般質問のときには、

令和元年８月に調査をして、静岡市では既に令和元

年９月議会で補正予算を１億円とかかなりの一般会

計からの補正予算を組んでいた部分もあって、今言

われたのは旗とかカーブミラーとか看板というので、

ポールとかそういうのは言われなかったから、交差

点の対策はどうなのかなというのもありましたけれ

ども、それはそれで期待するところではありますが、

出どころが今先輩議員もおっしゃられたように、交

通事故によって遺児になった人への基金で、もちろ

ん財政難だというのはわかるんですけれども、ちょ

っとそこら辺が静岡市がいち早くそうやって対策を

立てて一般会計からの補正予算を組んだことを思う

と、どうなのかなという、ちょっと疑問があります。

それはそれで感想です。 

 平成30年度の決算のときには、この愛育事業を受

けている方は１世帯でしたけれども、今２件だとい

うお話で、月に１万円を交通遺児１人につき差し上

げてるということなんですけれども、もちろん人数

が一番多いときは８人だったそうなんですけれども、

基金がこのようにたまってきていれば、その愛育事

業の費用の検討、増額するとか、１万円を２万円に

するとか、これまでもらっていた方に対してちょっ

と不公平かなというのもありますけれども、消費税

が上がった分だとか、そういうような考慮での検討

はなされなかったんでしょうか。この基金が4,600

万円近くということなんですけれども、そこら辺は

いかがでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。登壇して答弁

をお願いします。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 給付されている方、その給付金自体の増額を考え

られたかということですけど、過去給付金、最初の

ころはたしか１人5,000円だったのが、平成19年度

ぐらい、平成20年度から１万円に多分上げてではな

いかと思います。それ以降、特に検討してはきてお

りませんでしたが、今回の基金の活用時におきまし

ては、申しわけありません、ちょっと金額を変える

ということは検討しておりません。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 交通遺児への愛育事業費では

ありますけれども、もちろん、交通事故防止をすれ

ば、加害者であるドライバーも亡くなって、その家

庭が遺児を生むという、交通遺児を生むということ

もあり得りますので、本当に有効な活用ができれば

と思います。ありがとうございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 以上で、10番 佐原佳美さん

の質疑を終わります。 

 続いて11番 吉田建二君の発言を許します。11番 

吉田建二君。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 

○11番（吉田建二） 11番 吉田建二です。 

 ただいま２人の同僚議員がそれぞれ質疑されまし

たので、大方のところは理解いたしましたけども、

私も確認の意味でお伺いをいたします。 

 交通遺児等福祉事業基金ということで、いわゆる
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交通遺児等の福祉を進めるための今までの基金であ

ったものを、今回は交通事故の防止対策に資するた

めというとこまで範囲を広げてこれを適用していこ

うと、こういうことで提案がされております。した

がって私は、交通事故の防止についても、特に子供

の交通事故防止、いわゆる交通遺児を出さないよう

に、そういうとこに特化して交通事故防止をやって

いくんだというように理解を今認識してるわけです

けども、この点について、どのようなことをそこの

とこ、交通事故の防止全般なのか、ある程度そうや

って特化してるのか、そこら辺の考え方というんで

すか、それについてお尋ねをいたします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。登壇して答弁

をお願いします。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 済みません、先ほどの答弁の中で少し説明が不足

していたかと思いますけど、議員のおっしゃるとお

り、今回の改正につきましては、基本的には交通遺

児を出さないための交通安全、事故防止対策という

形で進めておりますので、当然、事業としてはカー

ブミラーとかそういったものを申し上げましたが、

やはり通学路のグリーンゾーンとかそういったもの

の設置とか、そういったものもやはり子供の交通遺

児を出さないということを大前提に事業のほうは考

えていきたいと思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 交通安全対策は大変幅が広く、

子供から成人、高齢者まで、また歩行者、ドライバ

ーもあれば、いろいろな施設設備等の整備、いろい

ろあるわけですけども、その中でも今部長のほうか

ら答弁いただいた中で、交通遺児を出さないための

交通安全対策だというようなことを確認させていた

だきました。交通遺児を出さないための事故防止対

策を十分認識して、今後運用されていくということ

を期待して、質疑を終了いたします。ありがとうご

ざいます。 

○議長（加藤弘己） 以上で、11番 吉田建二君の

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第93号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

全員であります。したがって議案第93号は原案のと

おり可決されました。 

 ここでお昼の休憩をとりたいと思います。再開は

午後１時とします。よろしくお願いします。 

午前11時57分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて会議を再開いた

します。 

 日程第11 議案第94号 湖西市災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部を改正する条例制定について

を議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、10番 佐原佳美さんの発言を許します。10

番 佐原佳美さん。 

  〔10番 佐原佳美登壇〕 

○10番（佐原佳美） 10番 佐原佳美でございます。

議案第94号 湖西市災害弔慰金の支給等に関する条

例の一部を改正する条例制定について、お伺いいた

します。 

 資産の調査権が加わるということは何も反対する

ものではありませんが、お聞きいたします。どのよ

うな方法で報告を求めるのか。また、報告により、
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借り受け人、それから保証人に資産が認められた場

合は、償還金支払いの猶予や免除はしないというこ

とになるのでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。登壇して答弁

をお願いします。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 災害援護資金の借入申込書には、収入や資産状況

の記入欄もあるため、償還金の支払い猶予や免除等

の申請の際に、当初申請時の資産状況等に特に変更

がない限り、改めて収入や資産状況の報告を求める

ことはありません。しかし、支払い猶予の申請理由

により、それを証明できる書類等、特定の書式はあ

りませんので、例えば離職証明書、医師の診断書と

か破産手続開始の通知などを提出していただくこと

になろうかと思います。 

 支払い猶予に関する理由としては、ある程度の収

入、資産があっても、必ずしも現状のみではなく、

将来的な変動状況も加味した上で猶予ができるもの

と考えております。 

 また、償還免除については、貸し付けを受けた者

が死亡したとき、精神もしくは身体に著しい障害を

受けたとき、破産または再生手続開始の決定を受け

たときと法で定めているため、これらに該当する場

合のみ免除となります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） ありがとうございました。 

 最初に収入とか資産状況を申し立てて、それから

借りるというところで、いろいろな条件があっても

マックス350万円の借り入れということですけれど

も、もちろん、自分に資産があれば、保証人まで立

てて借り入れをするということは、幾ら災害に遭っ

ても銀行等の預貯金は保護されるわけですから、自

宅で全部たんす預金にしてて流れちゃえば別ですけ

れども、そういう方が借り入れるとは思えないんで

すけども、一番はそうではない方たちが保証人を立

てて借りるということで、私がなぜこだわったかと

いいますと、この地域なんかでリアルに考えますと、

南海トラフだとか想定される巨大地震が起きた場合

に、保証人の人がやはり同じように被害をこうむっ

てしまってという場合やなんかはもちろん想定され

て、集中豪雨とか、そうであってもそこら辺の保証

人の条件といいますか、市営住宅とは全然違います

けれども、市営住宅の保証人の条件も変えてもらい

ましたけども、かつては市内に住んでる人とかあっ

たんですけど、市内に住んでる人だったら同じよう

に被災してしまったりするので、結局は自分で借り

入れなければ再建ができないという方が借りるわけ

ですから、その保証人の条件とかというものは、私

もちょっと検索したんですけども法律のほうを、ち

ょっと出てこなかったので、そこら辺が条件とかわ

かっていれば教えていただきたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 保証人の条件につきましては、災害援護資金の借

り入れをするときに、そちらの申し込みのほうに連

帯保証人という欄がありますので、そちらのほうへ

保証人の方を書いていただくようになってますが、

基本的には御本人さんが貸付金としては返さなけれ

ばいけないものですから、それが滞ったときに連帯

保証人の方に代がわりしていただくというのが保証

人ですので、そこの条件としては、やはりそれなり

の収入とか資産がある方になってこようかと思いま

す。それの中で、やはり勤務先とか資産状況、土地

とか建物がどのぐらいありますかとか、そういうの

を記入するようになってますので、それらを判断し

た中で保証人の設定ということになろうかと思いま

す。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） わかりました。承諾してつけ

てもらえればですけれども、一番は先ほども言った

巨大災害みたいなのが起きた場合には、保証人も太

平洋沿岸の人たちはほとんど被害をこうむってしま

って、自分の家だって再建しなければならないよう

な状況にもなってくるし、そういった場合にはまた

国のほうが法律を何らかの救済措置はとってくれる

とは思いますけれども、ちょっとそのような辺を考

えたところです。 

 ただ、保証人がいなければ、利息を払っていけば

いいということでありますけれども、いずれにして
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も困窮してる状況の中で、なかなか難しいのではな

いかなと思います。もちろん、災害が毎年毎年これ

だけ多発してて、国も随分今度の新年度予算にもそ

ういったものを盛り込んでいるようですけれども、

復興に関しての予算をね、どこまでも全てが公で賄

うべきだとは思いませんけれども、有効に活用され

ればいいなと思います。本当に困窮している人に利

息がついてという、その辺は過去の経緯や何かから、

部長さんの知ってるところで、ありますか。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） 補足説明になってし

まいますが、今回の改正につきましては、一文報告

を求めることができるということになってるんです

が、これの背景としましては、やはり東日本とかの

大震災が起きて、援護資金の貸し付けを、借り入れ

をされてる方が、かなり償還のほうが滞っていると

いう現状がありまして、そういった中で償還のほう

の事務手続は市町が行います。市町のほうも大分困

ってるということで、本来ですと支払い猶予につい

ては申請して申し出れば、認められれば猶予のほう

ができるんですが、それもできない状態の方が多々

いるということで、積極的に市町のほうから報告を

求めることや、本人が報告できなければ、そういっ

た資産の状況やなんかも調査できるというふうにな

っておりますので、どちらかというと借り入れ側の

立場に立った改正ということで、今回うちのほうの

条例も一部改正させていただいたということになり

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） わかりました。なかなか返済

できない方に寄り添った新たな一部改正ということ

がわかりました。ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で、10番 佐原佳美さん

の質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第94号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手全員であります。したが

って議案第94号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第12 議案第95号 市有

地の処分についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第95号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手全員であります。したが

って議案第95号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第13 議案第96号 市道

の路線の認定についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 
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  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第96号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手全員であります。したが

って議案第96号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第14 議案第97号 市道

の路線の廃止についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第97号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手全員であります。したが

って議案第97号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第15 議案第98号 市道

の路線の変更についてを議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第98号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手全員であります。したが

って議案第98号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第16 議案第99号 令和

元年度湖西市一般会計補正予算（第４号）を議題と

いたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、９番 楠 浩幸

君の発言を許します。９番 楠 浩幸君。 

  〔９番 楠 浩幸登壇〕 

○９番（楠 浩幸） ９番 楠 浩幸です。議案第

99号につきまして、４点ほど通告をしてございます

ので、順番にお聞きしたいと思います。 

 １点目、歳出の２款１項11目です。情報政策費で

す。個人番号カード、いわゆるマイナンバーカード

の普及促進において、目標数、それから市民の方に

どれだけの人に取得をしてもらうかというような目

標数、見込みを教えていただきたいと思います。お

願いします。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。登壇して答弁

をお願いします。 
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  〔市民安全部長 小林勝美登壇〕 

○市民安全部長（小林勝美） お答えいたします。 

 国は、令和５年３月末までに、ほとんどの住民に

カードを保有してもらうという想定で、マイナンバ

ーカード交付円滑化計画におきまして、想定数値を

設定しております。 

 国の想定数値は、令和２年７月末の交付率を

31.45％から23.5％の範囲内、令和３年３月末の交

付率を59.4％から47.1％の範囲内というふうにして

おります。 

 この設定に対しまして、湖西市では令和２年７月

末で交付率を23.9％、交付枚数でいいますと１万

4,290枚、令和３年３月末には交付率48.1％、交付

枚数でいいますと２万8,690枚を目標としておりま

す。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） かなり高い目標を掲げられて

ると思うんですけど、ちなみにベンチマークとして、

直近で湖西市のマイナンバーカード発行枚数は何枚

ですか。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） お答えいたします。 

 令和元年10月末現在になりますが、7,364枚でご

ざいます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） といいますと、これから少し、

来年度末まで、１万4,290枚、約２倍の枚数を登録

をしていただくわけなんですけれども、具体的に、

いいです。これで１つ目は終わります。 

 ２つ目。このマイナンバーカードを、今御答弁い

ただいたように、7,364枚から１万4,290枚まで普及

をしていただくということなんですけど、その方策

について、お伺いしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） お答えいたします。 

 まず第一に、広報・周知をすることであるという

ふうに考えております。既に、あらいじゃんですと

かＫＯＫＯまつりなどのイベントや、事業所向けの

年末調整説明会におきまして、周知パンフレットな

どを配布しており、今後もこうした機会を捉えて実

施をしてまいります。またあわせてまして、市の広

報媒体でも周知を行ってまいります。 

 ２つ目としまして、出張受付や出張申請サポート

の実施でございます。今回の補正予算を議決いただ

いた後に、備品のほうを準備いたしまして、出張受

付の体制を整えてまいります。本格的な実施は４月

以降となりますが、出張受付等を希望する事業所で

すとか団体などと日程等調整を行いまして、随時実

施をしてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 市長。 

○市長（影山剛士） 済みません、ただの補足なん

ですけど、今の普及促進策、これは国がこれだけや

るということなんで、それに従ってやっていかなく

てはいけないと思ってます。ただ、これは市町村だ

けに押しつけられても、正直、できないよというの

は。現実的でない。やるんですけれども、ただ現実

的に、今の例えば湖西市で言えば市民課だとかそう

いったところで日常業務やりながらできるかという

と、それは限界があると思っていますので、ちゃん

とそこを考えてくれと国にも言っていて、例えば今

だったら、前も新聞に載ってたかと思いますけど、

例えば運転免許センターでマイナンバーやりますよ

とか、多分もうすぐイオンモールだとかそういうと

こにも開放すると聞いているので、そうなれば、現

実的にこの数字が達成できる、令和２年はともかく、

令和３年とか、多分令和５年ぐらいまでにしっかり

みんなが保険証になったりとか使うんでしょうから、

市町村だけに押しつけるなということは言っていま

すので、総務省とかにも。そこは出張だとかこうい

ったところも、当然事業所とかに、市役所としてと

いうか、自治体としてやっていきますけれども、そ

ういったさまざまな媒体を通して普及を促進しても

らうということが、自治体だけではなくて、あらゆ

る人が集まったりとか、交付とか申請をするところ

でやっていただくことが、協力的にやっていくとい

うことが必要かなということを国に求めていきたい

と思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） やはり、１枚当たりかなり登
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録に時間がかかって、私も最近、マイキーＩＤも登

録をさせていただきましたけど、やはりマイナンバ

ーカードがあれば、マイキーＩＤは２分ぐらいでさ

らっと発行できてしまうのでいいんですけど、その

もとのマイナンバーカード、個人番号カードについ

てはかなり時間を要したと思います。 

 この枚数を本当に処理をしていくというのは莫大

な工数がかかるんではないのかなというふうに思う

わけなんですけども、これから健康保険組合もこの

マイナンバーカードを利用できるようになるという

ふうな話も伺ってる中で、民間企業の中でもかなり

浸透していくのかなというふうには思っております

ので、かなりハードルの高い事業かなというふうに、

少し心配をしておりました。質問を終わります。 

 それから次の質問に移っていいでしょうか。 

 ３款２項１目です。小学生の医療費が伸びたとい

うことで補正の申請があるわけなんですけれども、

当初予算で予測が困難だったのかなというの、もし

事情がわかれば伺いたいと思います。お願いします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 要因につきましては、手足口病やインフルエンザ、

その他病気やけがの増、医療費が無償化されたこと

による受診増などが考えられ、健康保険組合初め近

隣市へも照会いたしましたが、残念ながら特定する

までには至っておりません。 

 参考までに、湖西市同様政令市を除く近隣５市の

うち、４市が補正対応するとの情報を得ております。 

 なお、現状といたしましては、当初予算見込みよ

り小・中学生の伸びが大きく、実績の増が1.17倍と

なっております。また、平成30年10月から高校生も

無償化となり、小・中学生の23.5％程度を予算の中

で見込んでいましたが、令和元年上半期実績は

28.8％でありました。 

 これから医療費が増加する冬を迎えるに当たり、

12月までは試算で月2,500万円、１月以降、月2,900

万円を見込み、今回の5,013万1,000円の補正要求と

させていただいております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） インフルエンザで学校のほう

も学級閉鎖になっているクラスもあるというふうに

聞いておりますので、少し前倒しでインフルエンザ

が流行したのかなというふうに思いました。ありが

とうございます。 

 続きまして３点目の質問ですけれども、６款１項

３目です。人・農地プランの実質化ですけど、どの

ような状態なのか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） お答えします。 

 地域の農業の将来のあり方を検討して、担い手と

なる認定農業者への農地の集積、また集約化を進め

るため、地域の中心となる経営体、担い手ですが、

の状況と、農地中間管理機構の活用方針等を定めた

ものが、人・農地プランということで今持っている

計画でございます。 

 令和元年５月の農地中間管理事業の推進に関する

法律の一部改正により、農地の集積・集約化に向け

て、より実効性のあるプランを作成するため、集落

等の小さなまとまりを単位として、地権者と話し合

いを進めまして、より具体的な農地集約等のプラン

を作成することとされました。これを進めることを、

人・農地プランの実質化といいます。 

 今回は、このための農地の現況でありますとか、

今後の利用計画、また集約希望など、農地の所有者

のアンケート等を実施しまして、調査結果を図面化

して、話し合いの準備を進める業務を行うというこ

とで進めることとしております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） といいますと、農地集約に向

けて、今準備段階だと。状態としては準備段階だと

いうことでよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 実質化を進めるために、

準備段階として補正予算で計上して準備を進めると

いうことでございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） では、通告の２つ目になりま

すけれども、農業地域というのはある程度限られて

くる、市内ですとか限られてくるかと思うんですけ

れども、エリアについて、どこのエリアかと、その
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選定の理由もわかる範囲でお答えいただければと思

います。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 対象となるエリアは、土

地改良区受益地内の新所地区を予定しておるところ

です。選定の理由につきましては、農地等の保全を

行う多面的機能支払交付金の活動している地区でも

ございまして、またそれに加えて、比較的若手の担

い手となる認定農業者がいること、また既に一部の

農地集約が進められていることなどを考慮しまして、

湖西市内でのモデル的な地域として選定させていた

だいているところでございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） エリア、ホームページで見る

と２カ所あったかと思うんですけども、新所と、も

う１カ所はなかったでしたか。１カ所だけでしたか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 今回補正で進めるところ

は新所地区ということで、新所地区の北側の丘陵地

の土地改良受益地を予定しております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） これから集約されて、若手の

農業者さんが多面的にやられていく。具体的にはま

だどのような事業を進めていくとか、花卉なのかだ

とか、いろんな作物があるかと思いますけども、ど

ういった方面で進めていくとかいうようなプランは

既にあるんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 現在、その予定を進める

ために、使われている農地であるとか、集約したい

農地であるとかを皆さんにお聞きしまして、それを

図面化して、将来の農地を集約するということを検

討していきますので、実際にどういうものに使おう

というのはまだ決めてございません。実際には花卉

等をやってる若手の担い手がいらっしゃるというこ

とで聞いております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） わかりました。見守りたいと

思います。ありがとうございました。 

 それでは通告の最後、４点目の７款１項３目です。

こちらのほう伺いたいと思います。 

 通訳機を導入されるというようなことなんですけ

れども、翻訳機ですかね、の仕様と台数をお伺いし

たいと思います。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 購入予定をしております

翻訳機は、英語や中国語を初めとした74言語に対応

しまして、自分や相手が話す言葉に対して翻訳をす

るという機能を持っております。 

 仕様につきましては、現在、新聞等で御承知かと

思いますが、浜松の商工会議所で導入し貸与してい

るものと同等の製品を予定しているところでござい

まして、Ｗｉ－Ｆｉ環境がなくても使用が可能とい

うことになっております。 

 続いて購入台数につきましては、現在のところ30

台を予定しているところでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） わかりました。 

 それでは、この中の２つ目です。その翻訳機を設

置する施設、またあわせて職員はどのような、この

翻訳機を使って対応されようとしているか、伺いた

いと思います。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 翻訳機の購入の目的は、

令和２年度に開催される大規模なイベント、東京オ

リンピックであるとかパラリンピックの開催に伴い

まして、増加が予想される外国人観光客等への対応

に役立てていただくことでございます。また、実際

の使用について、感想や意見を求めたりということ

で、データを集めて、今後の湖西市のインバウンド

対策に生かしていくことも予定しておるところでご

ざいます。 

 設置を予定している施設につきましては、市内の

宿泊施設や観光・文化施設を中心に、また公共施設

の窓口など、外国人への対応機会が多い場所への貸

与を優先的に考えておるところでございます。 

 また、職員の対応ですが、設置した効果があらわ

れやすいような貸与の方法であるとか、設置場所の

検討と選考、また事業者の皆様への運用方法の説明、

またそれに比べましてアンケートの集計や分析など
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を行っていくとともに、より多くの職員が、みずか

ら外国人への対応ができるように、説明会などを開

催していくことも予定しているところでございます。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 楠 浩幸君。 

○９番（楠 浩幸） かなりの、30台という機械を、

ホテルですとか観光施設に置かれるということなん

ですけども、やはりせっかく購入したものなので、

活用していただくことがやはり何よりだと思うんで

すね。私たちも時々翻訳機だとか使うんですけども、

やはり機械が訳しやすいような言語だとか日本語の

使い方なんかも、ちょっとしたコツがあったりする

かと思うんですね。そういったところもしっかりと

利用者さんに御理解いただきながら、利用していた

だくためのやはり今部長答弁いただいたように説明

会ですとかそういったところを充実していただきた

いなというふうに思いました。これもまた楽しみに

見守りたいと思います。以上で私の質問終わります。 

○議長（加藤弘己） 以上で、９番 楠 浩幸君の

質疑を終わります。 

 続いて17番 神谷里枝さんの発言を許します。17

番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝でございます。

通告に従いまして、補正予算関係、質問させていた

だきます。 

 まず１点目、２款１項19目、アスベスト使用が判

明した経緯をお伺いします。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。登壇して答弁

をお願いいたします。 

  〔市民安全部長 小林勝美登壇〕 

○市民安全部長（小林勝美） お答えいたします。 

 今回行おうとする工事箇所は、新居地域センター

東側に位置しております車庫棟の軒天部分でござい

ます。 

 平成30年９月30日の台風24号の影響で破損をいた

しましたが、その修繕につきましては、車庫として

の機能に直接的な支障はないということで急いで修

繕する必要がなかったこと、それに加えまして平成

30年度におきましては新居支所の修繕料に、その時

点では余裕がなかったということから、令和元年度

に修繕するという予定でおりました。 

 しかしながら、破損しました軒天の破片をことし

の７月24日に他の産業廃棄物と一緒に処分をしよう

としたところ、回収業者からアスベストが含まれて

いるのではないかというような指摘を受けましたの

で、検査をした結果、８月５日にアスベストが入っ

ているということが判明したものでございます。以

上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、軒天の中にあ

ったアスベストということで、なかなか目視では確

認ができない場所ということだと思いますけども、

そうしますと、今後まだこういった可能性というの

は出てくると思っていたほうがよろしいんでしょう

か。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） お答えいたします。 

 新居地域センターにつきましては、かつて天井部

に吹きつけのアスベストがございましたが、これは

平成17年のときに処分をしております。そのほか、

車庫棟の内部の壁にアスベストがあるかもしれない

ということがありますが、これについては来年度、

予算を計上して調査をしていきたいというふうに考

えております。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 新居地域センターの車庫が台

風で壊れたから、今回こういった内装というか、直

接目に触れるところではないところに使用されてい

たのが判明したということで、ひょっとすると、こ

れ公共施設全体の中では、ひょっとしたらまだそう

いうところがあるかもしれないのかなというふうに

私は感じました。ありがとうございます。 

 では２番目です。撤去する面積はどのくらいなん

でしょうか。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） お答えいたします。 

 撤去する軒天の面積でございますが、20.646平方

メートルでございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 
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○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 要するに本当に東側の車庫のところだけであって、

北側のほうまではつながっていないという、そうい

う認識でよろしいですか。 

○議長（加藤弘己） 市民安全部長。 

○市民安全部長（小林勝美） そのとおりでござい

ます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。 

 では次の質問に移ります。 

 ６款１項３目、先ほど同僚議員がお聞きしました

けども、人・農地プランの実質化とはどのようなこ

とかというのは、答弁を聞いてわかりましたけども、

そもそも湖西市の人・農地プランは平成26年ぐらい

に策定されていましたか。そこを確認させてくださ

い。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 湖西市の人・農地プラン

につきましては、お申し出のとおり、既に策定され

ているものでございます。 

 現在のプランにつきましては、市内全体が対象に

なっておりまして、また中心的な役割を果たす農業

者につきましても、市内の認定農業者が全員という

ことで、ちょっと具体的なものに欠けるものがござ

います。こちらの既に制定しているプランがなかな

か実質化に結びつかないということで、今回、地域

を区切って、実際に実質化につながるようなことを

進めようということで計画しておるところでござい

ます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。湖西

市の人・農地プランを検索しても、なかなか当たら

ないんですね。で、どうなのかなと思って、再度確

認させていただきましたけども、既に策定済みとい

うことは確認できました。ありがとうございます。 

 ２番目に移ります。 

 ２番目のアンケート調査の対象地域、対象者数を

伺うということで、対象地域は先ほどの答弁で、ま

ずは新所地区を行うということがわかりました。ア

ンケートを行うということですので、対象者数がど

のくらいあるのか、お伺いします。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 今おっしゃいましたよう

に、実質の予定のエリアとしましては、細かく言い

ますと、過去に圃場整備をやったところでございま

して、新所地区の龍ヶ谷池を中心とした東小学校の

南側から国道301号線にかけて広がる丘陵地の農地

でございます。 

 対象者につきましては、湖西用水土地改良区で賦

課をしている面的整備の受益者負担金の納付義務者

ということで、350人程度を予定しているところで

ございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 今回は350人程度を対象に行

うということでわかりました。 

 そこはわかったんですけども、先ほど同僚議員が

吉美の地域も計画にあるんではないかということを

お聞きしたと思うんですけども、今回の補正はこの

新所地区を対象に行うということで、人・農地プラ

ンの実質化に向けた工程表を見ますと、アンケート

と地図化による現況把握というのが2019年の１月に

行いますよということで今回の補正が組まれており

ますね。でも、説明文の中に地図作成、３番にもか

かっていきますけども、地図作成という言葉も含ま

れていましたけども、例えば地図作成の費用も今回

の補正に含まれてるという解釈でしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 準備を進めるということ

で、地図の作成まで含めて進めるところでございま

す。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、その地図を作

成するのは、この３番、丸々３番なんですけども、

どこが作成するんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） アンケートを実施しまし

た上で、地図につきましては湖西市のほう、市のほ

うで２月末までに策定いたしまして、令和２年度の

当初から予定しています地域の話し合いに活用する

ように準備をしたいというふうに考えております。



１６０ 

以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。 

 そうしますと、吉美のほうも計画されているよう

なんですけども、これは令和２年度にまた予算を組

んで取り組んでいくという、そういった解釈をして

いてよろしいでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 吉美地区につきましては、

令和２年度の構造改善事業ということで、この新所

地区に続けて継続して実施していきたいというふう

に考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。ありがとうご

ざいます。 

 では次の質問に移ります。 

 ７款１項３目、先ほどと同様ですけども、市内観

光施設を訪れる外国人観光客の動向をどのようにつ

かんでらっしゃいますか。お伺いします。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） お答えします。 

 湖西市を訪れる外国人観光客につきましては、市

内の宿泊施設への宿泊者数を四半期ごとに集計して

おります。９月までの外国人の宿泊者数の集計につ

きましては、平成30年度、前年度が5,631人、令和

元年度につきましては１万1,821人でございまして、

前年度と比べまして6,190人の増となっております。 

 その要因としては、東京から京都・大阪を結ぶゴ

ールデンルートだということで以前からありますが、

その中で特に中国人のツアー客が湖西市内のホテル

を宿泊地として利用する傾向が、まず定着化してき

ているのかなということが要因として考えられます。

こちらにつきましては、宿泊事業者の努力によるも

のと認識しておるところでございます。 

 また、浜名湖のＤＭＯと連携して進めております

インバウンド対策事業につきましても、海外に向け、

さまざまな情報発信等を行っておりますので、少し

ずつ湖西市にも効果が見られているというふうに考

えております。 

 また、市内の観光施設への外国人の来場者数につ

きましては、統計がとれております関所、新居関所

と本興寺なんですが、いずれも来場客が増加してい

るという状況でございます。 

 ほかの施設でも、正確な人数の把握はまだできて

おりませんが、海湖館などの観光施設や市内の文化

施設等の外国人来場客数は、見える範囲でございま

すが、増加しているという傾向にあると考えており

ます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 今の答弁にありましたように、

確かにこの市役所のすぐ近くのホテルでも大勢の方

が宿泊はされているかなと思うんですけども、なか

なか市内の観光施設、外国人の方が果たしてどのく

らい訪れているのかというのは、ちょっと疑問を抱

くところであります。 

 では２番目です。翻訳機を補正で設置しなければ

ならない理由をお伺いします。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） お答えします。 

 御承知のとおり、令和２年７月には東京オリンピ

ック・パラリンピックが開催され、訪日外国人観光

客数の増加が予想されております。また、同時期に

湖西市内においても浜名湖キューバヘミングウェイ

カップが開催されることで、湖西市を訪れる外国人

観光客数が増加することが期待されます。 

 外国人観光客の受け入れ準備につきましては、宿

泊施設の予約などで早目の対策が必要となること、

また今まで外国人客を迎えたことのない、経験の少

ない市内の施設、事業者の方々には、ある程度の準

備期間が必要であると考えております。 

 また、それに加えまして機器の購入から納品まで

の期間が約１カ月、また貸与先の選考であるとか、

取り扱いの説明会などの準備期間に期間がかかるこ

とを想定しております。 

 以上のことから、翻訳機の設置にはできるだけ早

目の対策と準備期間が必要であるということから、

今回の補正の予算案に計上させていただいたところ

でございます。 

 １つちょっと訂正をお願いしてもよろしいでしょ

うか。 
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 先ほど、済みません、関所史料館と言いましたが、

豊田佐吉記念館の間違いでしたので、統計のほうは

そちらの豊田佐吉記念館のほうが入っております。

以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 令和２年度に大きなイベント

があるのでということなんですけれども、例えば宿

泊施設は民間さんなので、民間さんが設置してもら

えばいいと考えるんですけど、どうなんですか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 宿泊施設も既にそういう

対応されてるところでございますが、やはり湖西市

全体でそういう外国人の対応とか受け入れるという

ところで、貸与することで、外国人の対応したデー

タといいますか、対応の状況を御報告いただいたり

集めることで、それをまた市内全体の外国人客、外

国人の対応に生かしていきたいということで考えて

おるところでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 民間には貸与するという、そ

ういったお考えだということなんですね。そこはち

ょっといまひとつ確認できました。 

 ヘミングウェイカップがあるとかいろいろおっし

ゃいましたけども、納入に１カ月とか、機器等説明、

周知で早目の対応ということですけれども、これ、

新年度予算ではやはり間に合わないという判断なん

でしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 実際にことしもワールド

カップのラグビーが開催され、やはり湖西市内にお

いても結構緊急的にですか、急遽そういう問い合わ

せがあったり、泊まられた方がいらっしゃるという

ことで、なかなかその準備を進めるということでは、

なるべく早く対応をということで、データも得るた

めに、今回の補正とさせていただいたということで

ございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） データを得るためということ

ですので、そこはわかりました。 

 では３番目ですけども、設置する場所も先ほどの

答弁で、公共施設等、それから管理方法も伺いまし

たけども、今現在、公共施設でどういった場所を考

えていらっしゃるのか、お伺いします。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） まだ検討段階でございま

すが、公共施設におきましては、新居関所史料館、

また今切の海釣公園の海湖館、またデータを得ると

いう意味で市の窓口としても対応を考えております

ので、市の市民課、観光交流課、またスポーツ・文

化課、支所等の公共施設を考えているところでござ

います。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 正式に購入というふうになれ

ばまた正確な情報はいただけると思います。 

 先ほどの答弁の中で、74言語でしたか、75言語対

応の翻訳機ということ、これが浜松商工会議所と同

じレベルのものを導入、考えているということです

けども、果たしてそれだけの機能のものがこの湖西

市にも必要なんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 特に74カ国語、必ず必要

だとは思っておりませんが、機能的にそういう機能

をそろえているというところと、既に浜松の商工会

議所を経て使われておりまして、実績があるという

ことで考慮させていただいたところでございます。

以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 参考にしたということは理解

できますけども、浜松市と湖西市では全然、外国人

にしろ、人口にしろ、政令市とこの湖西市も、全く

規模も違うものですから、ある程度そこら辺は導入

に当たっては慎重に検討していただきたいと思いま

す。では、この質問終わります。 

 では次、８款２項３目です。国費の活用と事業進

捗を図るため、土地購入費と補償金を減額し、工事

請負費を増額するとのことでありましたが、詳細を

お伺いします。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 今回の道路改良費の補正につきましては、都市計
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画道路大倉戸茶屋松線の整備事業に関するものにな

っております。 

 今年度内の契約が見込めない土地購入費1,249万

円及び補償金279万円を減額して、交付金の有効活

用及び工事の進捗を図る観点から、この減額分、合

計した1,528万円を工事請負費に移行して予算執行

するもので、いわゆる用地・補償費から工事請負費

への組み替えを行うものであります。 

 また、今回の組み替え予算額である工事請負費、

先ほど申しました1,528万円につきましては、本年

度、令和元年度発注の工事の中で予算執行していく

予定であります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 用地取得が見込めないという

ことですけども、現在の用地取得率はどの程度なん

でしょうか。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 現時点での用地取得率、契約をした率でございま

すけれども、約97.8％となっております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 97.8％ということですので、

あと2.2％の用地取得が見込めないということです

けども、用地取得が進まないとなかなか工事に影響

が出てくるかと思うんですけども、今後、用地取得

の見込みはどうなんでしょうか。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 現在、今取得できていない用地につきましても、

ずっと継続して用地交渉のほうは行っております。

その中で、権利者の方と最終的に契約に至っていな

いということでございますけれども、交渉について

は今後も鋭意交渉していきます。工事の影響を与え

ないようにはしていきたいと思っております。以上

です。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 本当にこういった用地の取得

というのには大変な努力が要ることは重々承知して

いますけども、工事に大きな影響がないように、頑

張っていただきたいと思います。ありがとうござい

ます。 

 では、次の質問に移ります。 

 歳出同じく10款６項９目です。現在に至るまでの

保守点検状況をお伺いします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 保守点検の状況でございますが、平成28年度に建

築基準法の改正により、特定建築物の点検が義務づ

けされ、中央図書館もその対象となりました。 

 平成28年度の点検におきましては、照度不足につ

いて指摘事項があり、これにつきましては改修を行

っております。 

 平成29年度の点検におきましては、外壁の浮き、

照度不足と予備電源の容量不足についての指摘があ

りまして、こちらも改修を実施しております。外壁

の浮きにつきましては先般工事が終了しております。 

 平成30年度の点検におきましては、指摘事項はあ

りませんでしたが、点検時に、排煙窓の開閉等につ

いて不安があるため、見てもらったほうがよいとの

指摘がございました。専門業者に点検をお願いしま

したところ、部品の劣化による開閉不良等があると

の報告を受けております。 

 そして本年度、令和元年度の点検においては、防

煙垂れ壁の作動不良と排煙窓の開放不良についての

指摘事項がありましたことから、今回の補正で対応

をさせていただくこととしたものでございます。以

上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 今回の補正額で中央図書館の

今指摘されていることに対して全て修繕を行うとい

う捉え方でよろしいんですか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） そのとおりでございます。

開閉窓の修繕と防煙のスクリーンの修繕ということ

になります。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。部分的かどう

か、部分的な修繕ではなく、全体、図書館全体のそ

ういった開閉窓の修繕と防煙対策のほうの、防煙対

策のスクリーンですか、何かそれを行うということ
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で。もう一度済みません。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） 排煙窓の修繕箇所でござ

いますが、全部で26カ所ございます。この26カ所は

全てでございます。内訳としましては、５連になっ

ている窓が２カ所、４連になっている窓が10カ所、

２連窓が10カ所で、単体の窓が４カ所となっており

まして、図書館全体で26カ所という形でございます。

防煙スクリーンの修繕箇所は６カ所と。修繕につき

ましては、基本的には全ての部品を交換するという

ことでございます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 詳細な説明、ありがとうござ

います。 

 この修繕を行うに当たって、図書館の開館業務に

影響というのはどうなんですか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） この工事につきましては、

ワイヤー等は壁の中を通したりとか非常にちょっと

複雑な工事もありまして、また東側の屋根について

いる排煙窓については非常に高い所で、これについ

ては外側に足場を組んで作業しなければならないと

いうようなこともありまして、基本的には音が出る

作業、がちゃがちゃとやる作業については休館日の

日にやらせていただいて、来館者の方に影響がない

ような、音が出ないような作業については、オープ

ンしている間でも作業のほうは進めると。おおむね

２月末から３月上旬ぐらい、年明けから始めて２カ

月ちょっとぐらいの工期は見込んでおります。以上

でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。この修繕工事

というのが２月から３月の上旬で終わる予定である

ということが確認できました。ありがとうございま

す。 

 では最後の質問に移ります。 

 10款７項１目です。こちらのほうも修繕の内容を

お伺いします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 今回の修繕につきましては、本年10月に実施しま

した保守点検の際に、浄化槽内の汚物をためる槽に

ありますトイレからの汚物の流入部、そこの部分に

亀裂が生じており、このままの状態で使用すると亀

裂部分が広がって浄化槽の使用にふぐあいが生じる

という指摘を受けたためでございます。そのため、

緊急の修繕を今回お願いするというものでございま

す。 

 修繕内容につきましては、槽にたまった汚物のく

み取りを行った後、浄化槽周りの掘削を行って、破

損部分、そこの部分を一旦切り取りまして、ＦＲＰ

のような状態になってますので、そこをもう一度補

修をして、もう一度埋め直すというような作業にな

ります。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ここの公園には浄化槽は何カ

所設置されてましたか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 隣の野球場のほうの裏のほうにもトイレがござい

まして、そちらのほうにも浄化槽が設置してござい

ます。ですので、みなと運動公園の中としましては、

そこの２カ所という形になると思います。以上でご

ざいます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 以前、木の根っこが随分浄化

槽とか配管関係のほうに入ってしまって修繕したこ

とがあったように思うんですけども、そこの浄化槽

とは違うということですか。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） 今ちょっと木の根っこと

いうのが自分がちょっとどの辺の場所かというのが

わかっていないものですから、申しわけないです。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 野球というか、ソフトボール

をやったりするところの裏側のトイレだったと思う

んですけども。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） そこの場所ではないとい

うことでございます。 
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○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そこの場所でしたら、もうそ

ういうことが想定されていたんではないかなと思っ

たもんですからお聞きしました。 

 ただいまの説明の中で、そこの部分を切り取って

何か補修してまた埋め戻すということだと思うんで

すけども、そういった修繕の仕方でまた今後、当分

の間は大丈夫だということなんでしょうか。いっそ

新しいものにしてしまったほうがいいんではないか

と、ふと思うんですけど。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 亀裂が入っているだけですので、補修をすればそ

この部分は大丈夫と。ただ、多少沈下というような

状況、落ちてるもんですから、ちょっとかさ上げを

するというような状況で、浄化槽の使用には支障は

ないということは聞いております。また浄化槽を変

えると、非常に数千万単位のお金がかかりますので、

使える間は補修をして使うというふうに考えており

ます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。 

 最後ですけども、老朽化ということですけども、

こちらのほうも当初予算で見込めなかったのかとい

うことで通告してありますので、答弁お願いします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） 今回の修繕でございます

が、先ほどの答弁でも申し上げましたように、10月

の保守点検で指摘をされたものですから、昨年にや

った直前の保守点検、今年度も10月より前に何度か

はやっておるんですが、そのときにも特段の指摘は

なくて、今回指摘があったということで、補正予算

で対応させていただくという形になったものでござ

います。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。私の質疑は終

わります。ありがとうございました。 

○議長（加藤弘己） 以上で、17番 神谷里枝さん

の質疑を終わります。 

 ここで休憩をとりたいと思います。暫時休憩とい

たします。再開を14時20分とさせていただきます。

よろしくお願いします。 

午後２時07分 休憩 

───────────────── 

午後２時20分 再開 

○議長（加藤弘己） 休憩を解いて会議を再開しま

す。 

 議案第99号の質疑を続けます。続いて、11番 吉

田建二君の発言を許します。11番 吉田建二君。 

  〔11番 吉田建二登壇〕 

○11番（吉田建二） 11番 吉田建二です。通告に

従って、順次質疑をさせていただきます。 

 まず最初に、３款のこども医療費の増加需要につ

いてでございますけども、これはさきの同僚議員の

質疑、そして答弁で大方を理解いたしましたので、

これにつきましては取り下げさせていただきます。 

 次に、７款の外国人観光客対応の翻訳機の関係で

ございますが、設置台数、それから設置の場所等に

ついても、これを理解し、この点については了解を

いたします。 

 ただ、後段にありますように、どのように使用し

管理していくのか、その概要説明をということでお

尋ねいたします。いわゆる、今後どのように使用し

管理していくのか。設置の場所は、確定するのはこ

こ、そして設置に当たってのいわゆる設置する場所

の施設者との約束事、取り決め事、例えば設置して、

そこのとこで翻訳機を使っていたことによって使用

料をいただくのか、逆に設置してもらうのだからこ

っちからそういう手数料を払うのか、またそこのと

この関係者に説明会をどうやっていくか、勉強会は

どうするか、そして日常の管理はどうするのか、故

障が発生したらどうなのか等々、総体的な管理状況

についての概要説明をお願いいたします。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。登壇して答弁をお

願いします。 

  〔産業部長 長田尚史登壇〕 

○産業部長（長田尚史） お答えいたします。 

 先ほどの楠議員、神谷議員の両名からの御質問に

もお答えさせていただきましたが、翻訳機を30台ほ

ど購入しまして、市内の宿泊業者や観光施設管理者、
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また公共施設等のかかわる方を中心に貸与したいと

いうふうな考えでございます。 

 また、管理方法等でございますが、翻訳機のほう

は、翻訳機の貸与契約、一応要領等を定めまして、

貸与する事業所等と契約といいますか、要領に沿っ

た貸与の方法を考えていきたいと思います。また、

その中では貸与の対象でございますが、観光協会で

ありますとか市内の観光施設管理者、または公共施

設等を、具体的にはこれから決めてまいりますが、

考えておるところでございます。 

 また、貸し出し期間につきましては２年間。２年

間、機械が使えるということで、２年間を予定して

おるところでございます。 

 また、使用料につきましては一応無料ということ

でございますが、翻訳機の利用に伴います諸経費、

通信料でありますとか、Ｗｉ－Ｆｉの環境を使わな

くてもできるということでございますが、Ｗｉ－Ｆ

ｉ環境つけないとアップデートとかができませんの

で、そちらのほうの整備費等については、借り受け

するほうで御負担をいただきたいというふうに考え

ております。 

 また、日常の管理でございますが、一応翻訳機の

利用報告ということで、こちらのほうで利用のデー

タを集めさせていただくために、利用報告みたいな

ものを集計表を出させていただきまして、そちらの

ほうで日常の管理をいただいて、データのほうをう

ちでいただくという形で管理をしたいと思っており

ます。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 今、少し聞き漏らしたところ

があるもんですから確認させてください。点検の経

費とかそういうものについては、市のほうで負担す

るのか、あるいは貸与先のほうで行うのか。そして、

使ってるときに故障が発生したときの、その故障の

経費や何やかやについては、貸与先でやるのか、そ

れとも市のほうでやるのか。また、総体的な管理と

いうものは、市のどこが所管をして、どんなぐあい

にやっていくのか。この機械というものは常に点検

をしていかないと、車だったら車検がありますし、

いろいろな機械も１年に正常かどうか点検していく。

そういう点検維持管理費というのはどんなぐあいに

なっているのか。そこら辺のところもちょっと、い

ま一度説明をお願いしたいと思います。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 通常の管理につきまして

は保守のほうへ入りますので、通常の何もこちらに

瑕疵がない故障とか点検のほうは、そちらの料金に

入ってるということでございます。ただし、保証の

範囲でない故障とか、故意による故障については、

貸し出し先のほうで御負担をいただくということで

考えております。 

 また、通常の管理でございますが、観光交流課の

ほうで、第一の目的はインバウンド、外国人の観光

客への対応ということで考えておりますので、観光

交流課のほうで備品のほうは管理し、実際には貸し

出し先で日常の管理をしていただくということにな

るかと思います。以上でございます。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） もう一点だけお願いします。

今後、関係者に説明会を開いて勉強会をやったり、

こんなぐあいにやっていくんですよということで順

次進めていくわけですけども、大方のスケジュール

というか、こんなぐあいに大体やっていきたいとい

うような、もし予定というか、そんなものをつかん

でおられたら教えていただきたいなと思います。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。 

○産業部長（長田尚史） 購入につきましては、先

ほども申しましたようにやはり１カ月ほどかかると

いうことを聞いておりますので、そちらのほうの購

入のほう、まず進めまして、年度内、令和２年３月

までに、そちらの説明会と貸与先を決定して、新た

な新年度には実際に活用していただきたいというふ

うに考えております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 了解しました。ありがとうご

ざいました。 

 それでは次に、10款の中央図書館の排煙設備のふ

ぐあいについて質問させていただきます。 

 定期点検によってふぐあいが見つかった。そして

箇所数も26カ所云々ということで、その概要は理解
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をいたしました。 

 ここで一点、確認させてください。ふぐあいを見

つけたのは定期点検で行ったということですけども、

今までの定期点検では見つからなくして、今回の定

期点検で見つかったということは、今までの定期点

検とは違う何か方法をとったのか。何か今回、大き

な修繕というか、ふぐあいが見つかったわけですけ

ども、そこのとこで通常の点検とは何か違う方法が

あったのか。そこら辺についてお尋ねをいたします。 

○議長（加藤弘己） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 先ほどの答弁で申し上げましたように、平成28年

度から点検の対象になったということで、それまで

は消防法に定める消火器とか、そういったものにつ

いては点検をやっておったのですが、窓については

なかなか職員が窓をあけて閉めて点検をするという

ことは、なかなかやってきませんでした。 

 図書館ができたのが平成元年ということで、ほぼ

30年間、なかなかそこの滑車だとかワイヤーとかハ

ンドル、動かしたことがなかったということで、ち

ょっとふぐあいがありそうだよということは点検の

たびに言われておったのですが、点検の業者さんも

あけたはいいけど、もし閉まらなくなったらどうし

ようというような、そういった非常に不安もあると

いうことがありまして、なかなかあけたり閉めたり

ということが点検でできなかったと。そういった中

で、専門の業者さんに一度見てもらったほうがいい

ですねという指摘を受けたものですから、専門の業

者さんに見てもらったところ、これは非常にちょっ

と動作に不安があると。また点検のときに全部あけ

たりすると、ちょっと閉まらなくなってしまう可能

性が非常に高いから、これはもう全体的に部品を変

えたほうがいいと、そういったお話があったもので

すから、今回そういった指摘もある中で修繕をやら

せていただくということになりました。以上でござ

います。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 経過がよくわかりました。了

解をいたします。 

 次に、最後の繰越明許費、議案書の50ページにな

りますけども、大倉戸茶屋松線の整備事業費につい

て、お尋ねをいたします。 

 今回、繰越明許費で翌年度に繰り越そうというこ

とでございますが、年度内に完了できなくなった事

情の説明を、いま一度お尋ねいたします。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 今回上程させていただいている繰越明許費は、都

市計画道路大倉戸茶屋松線整備事業の工事請負費３

億1,872万4,000円でございます。 

 事業用地にかかる補償物件の移転・撤去、用地取

得に不測の日数を要していることから、現在施工中

であります平成30年度からの繰り越し工事におくれ

が生じております。このおくれによって、その後継

続して行う本年度、令和元年度の工事の発注のほう

がおくれておりまして、この工事の適正工期を確保

するということが見込めないために、今回、工事請

負費を繰り越しさせていただくものでございます。 

 次に、今後の事業進展については、先ほどの質疑

の答弁でもお話をさせていただきましたけれども、

用地取得を最優先として、令和５年夏の供用開始に

努めてまいります。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 用地取得に予測しなかった時

間を要したと、大変苦労されて用地取得に取りかか

ったということですけども、もしこの用地取得が順

調に取得ができたならば、年度内完了ができたでし

ょうか。その点についてお尋ねいたします。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 順調に用地取得ができれば、工事も順調に進めら

れたと考えておりますけれども、工事の場合、やは

り現場の条件もございますので、工事を進める中で

不測の事態というのも生じることは多々ございます。

なので、完全に完了できたとは言えるかどうかわか

りませんけれども、予定の中では完了させる予定で

進めていたということでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 大変事業費が大きいし、事業

そのものも大変大型の事業であるというように認識



１６７ 

しております。 

 したがって、年度内に完了できなくなったという

ようなことも、ある程度予測をされているならば、

例えば事業の継続事業としての取り組み、年次割で

初年にこれだけ、翌年度にこれだけというような、

そういうようなことは検討されなかったのかどうか。

事業ができなかったら翌年度に繰り越しましょう、

さらにまた事故繰越で翌年度に繰り越しましょうと、

こういうことではなくして、そういうような着実に

事業を進めていくという観点からいくと、そういう

ようなことも検討されなかったかどうかということ

をちょっとお尋ねいたします。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 本事業は、国の交付金をいただいて事業を実施し

ております。国の交付金は年度年度で予算づけをし

ていただいておりますので、そのお金を当然有効に

活用させていただかなければならないという中で、

不測の事態があって今回繰り越しをしていると。そ

の中で工事の発注におくれが生じているということ

でございまして、工期も、目標が令和５年７月ごろ

までの浜名湖西岸土地区画整理事業に進出する企業

の一部稼働開始までには道路を供用開始したいとい

う大目標がございますので、それに合わせてなるべ

く工期を有効に使える方策を考えて、今回繰り越し

を上程させていただいております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 財源確保の観点から、翌年度

への事業は当初から予定してなかったということで

理解をいたします。 

 最後に、今後の事業の進展予定をお伺いをいたし

ます。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） お答えいたします。 

 先ほどちょっと先走って答えてしまいましたけれ

ども、事業進展でございますけれども、まだ用地取

得ができていない部分がございます。その用地取得

を、交渉を鋭意進めて、まずは用地取得100％を目

指して進めていくと。と同時に工事も進めて、先ほ

ど申しましたように、令和５年の７月ごろまでの浜

名湖西岸土地区画整理事業に進出する企業の一部操

業開始までには供用開始ができるように事業を進め

ていく予定でございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 最後に、今の今後の予定です

けども、用地取得と事業費について、この３億円の

事業については、いわゆる翌年度にはとにかくその

分については完了するという確実性の高い抑えを持

っておられるというように理解してよろしいでしょ

うか。その点だけちょっとお尋ねいたします。 

○議長（加藤弘己） 都市整備部長。 

○都市整備部長（土屋守廣） 今、議員がおっしゃ

ったように、来年度中には確実に工事が完了できる

ように進めていきたいと思っております。以上です。 

○議長（加藤弘己） 吉田建二君。 

○11番（吉田建二） 了解いたしました。ありがと

うございます。 

○議長（加藤弘己） 以上で、11番 吉田建二君の

質疑を終わります。 

 続いて13番 竹内祐子さんの発言を許します。13

番 竹内祐子さん。 

  〔13番 竹内祐子登壇〕 

○13番（竹内祐子） 13番 竹内祐子です。 

 説明書の33ページの先ほどの人・農地プランの実

質化に向けての今後のスケジュールをお伺いいたし

ます。 

○議長（加藤弘己） 産業部長。登壇して答弁をお

願いします。 

  〔産業部長 長田尚史登壇〕 

○産業部長（長田尚史） お答えいたします。 

 本年度、令和元年度中に新所地区においてアンケ

ート調査及び地図の作成を行い、令和２年度当初に

地元での話し合い、プランの作成、また公表のほう

考えておるところでございます。 

 続きましては、また同じく令和２年度に吉美地区

におきまして、プランの公表までを予定していると

ころでございます。 

 その後につきましては、農業委員さん、また最適

化推進員、ＪＡ、湖西用水土地改良区、耕作組合等

と協議しながら地区を選定して、それぞれ実施をし
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ていきたいと考えておるところでございます。以上

でございます。 

○議長（加藤弘己） 竹内祐子さん。 

○13番（竹内祐子） わかりました。本当に農地の

集約化を進めていって、よりよい湖西市の農業プラ

ンができてくるといいかなと思います。以上で終わ

ります。 

○議長（加藤弘己） 以上で13番 竹内祐子さんの

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第99号について採決いたします。本

案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） ありがとうございます。挙手

多数であります。したがって議案第99号は原案のと

おり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第17 議案第100号 令

和元年度湖西市介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

 質疑を行います。質疑通告書が提出されておりま

すので、発言を許します。初めに、10番 佐原佳美

さんの発言を許します。10番 佐原佳美さん。 

  〔10番 佐原佳美登壇〕 

○10番（佐原佳美） 10番 佐原佳美でございます。

議案第100号 令和元年度湖西市介護保険事業特別

会計補正予算についてお伺いします。 

 歳出２款１項２目、議案書51ページ、説明書７ペ

ージ、参考資料50ページです。 

 私が議員になってまだ８年ではありますけれども、

この間に高額介護サービス費の補正というのは初め

ての記憶でありましたので、この利用者増加に伴い

870万6,000円補正するということの積算根拠をお伺

いいたします。 

○議長（加藤弘己） 健康福祉部長。登壇して答弁

をお願いします。 

  〔健康福祉部長 竹上 弘登壇〕 

○健康福祉部長（竹上 弘） お答えいたします。 

 平成31年４月から令和元年10月までにサービス利

用者や国民健康保険団体連合会に支払った実績と平

成30年度の同期間の支払い額とを比較し、平均伸び

率を算出しました。次に、令和元年11月から令和２

年４月の支払い見込み額を、前年同期間の支払い額

に平均伸び率を乗じて算出し、令和元年10月までの

実績と合算して、年間支払い予定額を算出しており

ます。これと当初予算額の差額870万6,000円を今回

補正額としたものでございます。以上です。 

○議長（加藤弘己） 佐原佳美さん。 

○10番（佐原佳美） 私もこの議案を見たときに、

さきに申し上げたように、自分の記憶だけで初めて

補正、この間で私の記憶の中であるのかなと思って

いまして、ちょっと資料をしっかり見なかったんで

すけども、ことしの９月の平成30年度の決算の数と

か前年のと比較しますと、42件もやはり高額介護サ

ービス費は伸びていましたし、実際、358万円、前

年と比べて、平成30年度の決算は伸びていましたの

で、ちょっと自分の不勉強で通告したなというのは

ありましたけれども、でも実際、介護度も見ますと、

要介護４、５の人たちの人数が前年と比べてふえて

るし、軽いほうの認定の方が若干ではありますが減

っているので、本当に重度化しているなというのは

実感いたしました。それで、今後またこれが伸びて

いくんだろうなという予想もあります。少し前には、

一般の医療費と介護保険の合算の高額療養費が、全

然数が何か予想よりも少なくて、何年か前、２件だ

かだった記憶もあったりしたものですから、何で補

正を組むまでになったのかなというのが感想だった
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んですけれども、本当にこの数字を見ると、あっと

いう間に本当に超高齢社会というところに入ってき

てるなという思いでいます。 

 それと、結局件数では支給件数が42件、一昨年と

昨年でふえてはいるんですけれども、もっとこの開

きが補正もあるし出てくるのかなと。それで、金額

としては、１件に対しての補助するものは、支給す

るものは大きな金額ではないわけですけれども、総

額として6,000万円からのお金が出るわけですから、

本当にまた新年度予算のときにはまた準備をしてい

ただけたらなと思いました。ありがとうございまし

た。 

○議長（加藤弘己） 以上で10番 佐原佳美さんの

質疑を終わります。 

 通告された質疑は以上です。ほかに質疑のある方

はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第100号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手多数であります。したが

って議案第100号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第18 議案第101号 令

和元年度湖西市公共下水道事業会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第101号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手多数であります。したが

って議案第101号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 日程第19 議案第102号 令

和元年度湖西市水道事業会計補正予算（第１号）を

議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第102号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手多数であります。したが

って議案第102号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 
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○議長（加藤弘己） 日程第20 議案第103号 令

和元年度湖西市病院事業会計補正予算（第１号）を

議題といたします。 

 質疑を行います。本件に対する質疑の通告はあり

ません。ほかに質疑のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本件は会議規則第37条第３項

の規定に基づいて委員会の付託を省略することに御

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 異議なしと認め、本件は委員

会の付託を省略いたします。 

 討論を行います。討論のある方はございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（加藤弘己） 以上で討論を終わります。 

 それでは議案第103号について採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手

を求めます。 

  〔賛成者挙手〕 

○議長（加藤弘己） 挙手多数であります。したが

って議案第103号は原案のとおり可決されました。 

───────────────── 

○議長（加藤弘己） 以上で本日の日程は終了いた

しました。 

 ここで、本日委員会に付託いたしました議案を事

務局長に朗読させます。 

  〔議会事務局長朗読〕 

○議長（加藤弘己） それでは、本日はこれにて散

会いたします。お疲れさまでございました。 

午後２時51分 散会 

───────────────── 

 

 


